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（９時３０分 開会）

１ 開会宣言 

【小田嶋教育長】 

 ただいまから、教育委員会定例会を開会いたします。 

２ 開催時間

【小田嶋教育長】

 本日の会期は、９時３０分から１２時００分までといたします。 

３ 傍聴 （傍聴者 ７名）

【小田嶋教育長】

 本日は傍聴の申し出がございますので、「川崎市教育委員会会議規則」第１３条の規定により、

許可することに異議はございませんでしょうか。 

【各委員】

 ＜了承＞

【小田嶋教育長】 

 また、「川崎市教育委員会傍聴人規則」第２条の規定により、本日の傍聴人の定員を２０名程

度とし、先着順としてよろしいでしょうか。 

【各委員】

 ＜了承＞

【小田嶋教育長】 

 では、異議なしとして傍聴を許可いたします。

４ 非公開案件

【小田嶋教育長】

 本日の日程は配布のとおりでございますが、報告事項No.６は、特定の個人が識別され得る情
報が含まれており、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれや、内容を公開するこ

とにより事務の適正な執行に支障が生じるおそれがあるため、議案第６７号については、審査請

求人からの公開での審議を希望する旨のお手紙を皆様にごらんいただきました。また、別の方か

らも同様の内容の要望を電話やメールで事務局にいただいておりますが、当該案件は、特定の個

人が識別され得る情報が含まれており、公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあ

るため、また、市の機関の内部の審議、検討または協議に関する情報が含まれており、公開する
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ことにより、事務の適正な執行に支障が生じるおそれや、率直な意見の交換または意思決定の中

立性が損なわれるおそれがあるため、議案第６８号及び議案第６９号は、人事管理に係る内容の

ため、公開することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、これ

らの案件を非公開とすることでよろしいでしょうか。 

【各委員】

 ＜了承＞

【小田嶋教育長】 

 それでは、そのように決定いたします。 

５ 署名人

【小田嶋教育長】

 本日の会議録署名人は、「川崎市教育委員会会議規則」第１５条の規定により、本職から指名

いたします。 

 岩切委員と中村委員にお願いいたします。 

６ 請願審議

請願第２号 川崎市の図書館の振興にかかわる請願について 

【小田嶋教育長】 

 それでは最初に請願審議に入ります。 

「請願第２号 川崎市の図書館の振興にかかわる請願について」を審議いたします。 

 まず、請願者の方が陳述を希望されていますので、ここでお願いしたいと思います。 

 では、ただいまから、１０分程度でお願いいたします。 

【請願者】 

 こんな時期ですけど、ちょっと声が通らないかもしれないのでマスクを外させていただきます。 

 本日は、私たちの川崎市の図書館の振興にかかわる請願について、意見陳述の機会をいただき、

ありがとうございます。 

 図書館は、皆さんよく御存じだと思いますけれども、かなり古い時代からこの世にあるもので

して、人類が日々生み出すさまざまな記憶、記録、情報を、過去から現在、未来へと広く系統的

に収集、保存し、文化を継承、創造するため、全ての人々の知る権利、学ぶ権利を保障し、必要

とする住民誰に対しても求められた資料・情報を提供する重要な社会教育機関です。図書館法第

１条には、図書館を「国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」と定め、第２条で

は、「図書、記録その他必要な資料を収集、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教

養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」だと明記しています。 

 この解釈はとても難しいんですけれども、図書館にお勤めの方たちは、この解釈を一生懸命 
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現実に移すために、全部一遍にできるわけではないので、日々努力されていると思います。その

図書館について、私たちの請願は読み上げられたんでしょうかね。そうですか。もう皆さん、聞

いてらっしゃるんですね。わかりました。 

そこは省いて、請願１について申し上げます。まず、その請願に先立ちまして、もう３０年近

く前ですが、平成３年、１９９１年ごろに川崎市には「中央図書館構想」というものがありまし

た。それを皆さん、どういう図書館をつくろうかということを審議するときに、きちんと調査委

員会を立ち上げ、それから策定委員会も立ち上げ、何回も何回も行政の方だけではなくて、学識

経験の方、市民の方も全部入って、それぞれ細かい、いろんな機能のことについても詳細検討さ

れているんですね。その中で図書館法やら、文科省が定める望ましい基準に基づいて、図書館と

いうのは誰でも歩いて行けるところに、少なくとも住まいから、半径１キロから１．５キロの範

囲に１館が必要だねという、そういう基準があるもの、なるべくそれを実現しようと多分努力さ

れてきているんだと思います。そして、毎年毎年、川崎市で発行されている「川崎市の図書館・

川崎市立図書館活動報告書」には、それを踏まえた「７つの理念」というのが掲げられています。

そのように図書館が誰でも歩いて行けるところにあるというのは、なかなか全てが実現できませ

んけど、それについて努力するということは皆さん掲げられているし、よく御承知だと思います。

そういうわけで、それを下敷きにして、さきの２月１４日の文教委員会で、私たちの請願、それ

とあわせて文科省が定められました「今後の市民館・図書館のあり方」、それから、「新しい宮前

市民館・図書館に関する基本的な考え方」について、多分、もうこちらの委員会では審議されて

いると思うんですが、それと一緒に私たちの請願が審議された中で、議員さんたちにいろいろ 

質疑していただいて、宮前図書館、宮前区には今の宮前図書館だけではやっぱり人口２３万人も

いるのに対して少ないんじゃないかと、宮前区民の方はそうおっしゃっています。このたび、鷺

沼の駅前に、というふうに移転するという話があったときに、それはぜひ移転ではなくて、２館

目にしてほしい。それは宮前区の方たちの望みだと思います。そのお話があったときに、教育長

はその審議の中で、鷺沼駅前の図書館と一緒に論じることはできないけれども、「現在ある宮前

図書館の跡地検討について、２館目について、検討する」というふうにお答えされました。私た

ちとしても非常に期待しているものです。ただ、そこのところで図書館をもっとたくさんつくっ

てほしいということに対するお答えとして、学校図書館を開放するということをいつもおっしゃ

っています。現在、１０の小学校の図書館が地域開放という形で開放されていますが、学校図書

館というのはあくまで学校に通う子どもたちの教育のために資するものであって、公共図書館と

はやっぱり違う立場なんです。学校図書館には学校図書館法、公共図書館には図書館法というも

のがあります。学校図書館の役目というのは教育に資するものでありますので、できることなら、

今、学校の先生たちが忙しい中、御自分が公共図書館にリクエストした資料を取りに行かなけれ

ばいけない。返しに行かなきゃいけない。そういう物流を徹底することを先にして、この開放図

書館というものは図書館として位置づけられるものかどうか。もう一度、学校図書館の役割、公

共図書館の役割というものをきちんと捉えて、検討していただきたい。学校図書館には、まず学

校図書館の充実を図っていただきたい。公共図書館は、その学校図書館を支援するという立場に

ありますので、そこでそういうふうに一部休みの日だけ借りて開放するという、そういうあり方

よりも先に考える大事なことがあると思います。 

 次に、請願２についてですけれども、今回、「今後の市民館・図書館のあり方」についてとい

うことと、「新しい宮前市民館」のほうもそうですけれども、川崎市のほうはコミュニティ施策
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というものとの関連をおっしゃっています。このコミュニティ施策というものを見ましたら、今

の時代、地域のコミュニティが崩壊してしまったことによっていろんな支障が生じてきていると

いうことを認識されている。それは我々市民もそうだと思います。それがなぜそうなったか、そ

れに対してどうしたらいいか、というのをいろんな学者の方がいろいろな角度から考えられてい

ます。ちょっと著名なのが、もう古いですけど、２００７年に内田樹さんという社会学者の方が

発表した「下流志向」という本がありますけれども、そういう中に、我々がみんな消費者という

ふうな立場に、消費者心理というものに縛られてしまったということが一つ大きな原因ではない

か。先生方は多分よく御存じだと思いますけれども、そういう心理が働くということは、私たち

市民はお客様じゃないはずなんだけれど、窓口でお客様呼ばわりされると、職員の方たちと、生

産者とお客様、サービスをする人される人、という立場になってしまうんです。私たち市民は 

市民自治というものがうたわれていますけど、それは、市民というのは、市民自治というのは、

市民だけがやるものではなくて、行政の皆さんと私たち市民と、また、ここ教育委員としてお役

についてられる皆さん、川崎市の方全てが、川崎市のこのまちの将来のことを一緒に考える、い

わば同志だったんじゃないかと思うんです。だから市民自治。私たちは行政の方たちに文句を言

うとか、そういう立場じゃなかったはずです。だから説明をするという立場じゃなかった。一緒

に考えるという、それが市民自治の発端じゃなかったかと思います。でも、こういうことはなか

なか知られていない。私も図書館のこういう運動にかかわって初めて、この数年でたどり着いた

ことです。多くの方々に考えが及んでいないというのは十分わかりますけれども、だから図書館

に来ないから何かあめを持って図書館に来てもらって、ただ来てくれればいいというのではなく

て、実は図書館というのは、そこの図書館に来て市民自治も考える、社会の問題も考える、この

まちはどうしたらよくなるかということを考えるきっかけを図書館が与えてくれるところだと思

います。それは、図書館というところは誰でも目的なく行けるからです。区役所、保健所という

のはそれなりの目的があって行きます。美術館、博物館というのも、やっぱり興味、関心がない

と行きません。そうじゃなくて誰でも行けるという、その図書館のそういうフラットなところと

いうのは、市民自治であったり、地域のことを考えるコミュニティに結びつけるための機関とし

てはすごく重要だと思います。でも、それはただあるだけでは用をなしません。 

１つ、請願２のところに関連して紹介したいのが、「瀬戸内市民図書館」というのがあります。

ここにちょっと出ましたけれども、この「瀬戸内市民図書館」というのは、市民の方が図書館を

つくるときに行政の方と一緒にプロセスに参加して、「どんな図書館があったらいい」「そのため

にはどうしたらいいね」というのを会議を重ねています。私たちがこの請願を昨年の１０月とい

う早い時期に出したのは、それは教育委員会ではなく、議会のほうに出したんですけれども、そ

ういうプロセスに参加させていただきたい。一緒に自治として、市民自治の一翼を担う市民とし

て、参加させていただきたい。ということからこの早い時期に請願を出させていただいたんです。

でも、そこには参加させていただけなくて、もうできてしまってから私たちはそれを知ることに

なりました。きのう、その庁内検討会の資料を公開していただきました。途中で公開請求しまし

たら、ここはお見せできないという内容については、全部黒塗りで出てきました。どうしてその

内容について私たちは知ることができなかったのか、それは疑問です。きのう、その最後の黒塗

りだった部分が公開されたのを見て、何でこれを私たちに秘密にされなきゃいけないのかと思い

ました。皆さん、いろんな省庁の方が図書館について、市民館について、これからの川崎の図書

館・市民館、それからコミュニティの復活について、いろんなことを一生懸命考えておられる。
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省庁内の検討というのがあるかもしれないですけど、それを見て私たちも市民の立場で、「そう

いうことか」とか、そこには「こういう市民の中ではこういう考え方もあるんです」というふう

な、そういうやりとりをしたかった。だから、「ワークショップで限られた意見だけ出してくだ

さい」というやり方は議論ではない。私たちの意見をきちんとそちらのほうには投げて、それに

返していただくという議論がなかったら、何のための市民自治か。私たちの意見を聞いたという

ふうには、私たちには思えなかったです。市民自治というところで言ってみれば、この「東松島

市図書館」というのが、３．１１の復興から今までに至るまでの記録をまとめた本が出ています。

この中には、東松島市の図書館がどれだけ奮闘したか。これは図書館の職員さんが被災したとき

に図書館業務を置いておいて、行政の職員として避難民をお世話することに携わっているんです。

これは図書館の職員さんが行政の職員だったからできたんです。これがもし指定管理、いわゆる

民間の企業だったらどうでしょうか。 

【小田嶋教育長】 

 １０分経過してますので、そろそろまとめていただければと思います。 

【請願者】 

 １つだけ申し上げます。去年、台風１９号のとき、市民ミュージアムが水没しました。市民ミ

ュージアムは数年前に指定管理になったと聞いています。それが今回のような事態を引き起こし

たのではないかと言われています。何となれば、指定管理に移したときには、その業務をいちい

ち指定して、それ以外のことはしてはいけない。私たちが図書館でボランティアをやっていると

きも、鍵を返すことすらその民間の方にはできない。そういうふうなことが起こってしまうので

すから、こういう大事な機関であったりするものに対して、軽々に指定管理にしてほしくない。

それに、もう指定管理が導入されてから２０年近くなるけど、決して経費は安くなりません。そ

れと、やっぱり貸出冊数は伸びていきません。そういうふうないろいろなことを考えて、私たち

は図書館についていろいろ考えていますので、こういう請願をしました。ですから、ぜひ今後、

川崎市のいろんな図書館、私たちは特に図書館ですが、施策について私たちと一緒に考えていた

だきたいということを、この請願に込めて終わりにします。ありがとうございました。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございました。以上で陳述を終了いたします。 

 陳述につきましては、本請願の審議に際しての参考にさせていただきたいと思います。 

 それでは、傍聴席にお戻りください。 

 次に、事務局からの説明をお願いいたします。 

【大島生涯学習推進課長】 

 それでは、請願第２号について御説明をいたします。

 本日は、本請願に関連する内容として、令和２年２月１２日の教育委員会定例会で御審議いた

だきました「『今後の市民館・図書館のあり方』に関する基本的な考え方」を「請願第２号 参

考資料１」として、また、「新しい宮前市民館・図書館に関する基本的な考え方」を「参考資料

２」として、お手元に配布させていただいておりますが、本日は、こちらの「請願第２号   
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資料」により御説明をさせていただきたいと思います。

 それでは、表紙を１枚おめくりいただきまして、１ページをごらんください。

 はじめに、「１ 図書館の現状について」の「（１）市立図書館の設置状況」でございますが、

表にお示ししてございますとおり、本市の図書館は各区に１館の地区館と、市内５か所の分館及

び閲覧所１か所の計１３館を拠点としながら図書館サービスを展開しております。

 加えて、「（２）館外での図書館サービスの現状」といたしましては、「ア 自動車文庫の運

行」として、市内２１ポイントの巡回を行うとともに、「イ 返却ボックスの設置」により、図

書館施設以外で資料の返却ができるようにすることで、利用者の利便性の向上等を図っておりま

す。また、「ウ 障害者向けサービスの実施」として、身体障害者手帳の交付を受けている方等

への郵送などによる資料提供や、「エ ＩＣＴの活用」として、来館いただかなくても図書館ホ

ームページから蔵書検索や予約などができるようになっております。

 ２ページにまいりまして、「オ 学校との連携」につきましては、「（ア）学校図書館有効活用

事業」として、市立学校１０校での学校図書館の開放や、「（イ）大学との連携」を行うことで、

ごらんの市内等５校の大学図書館を市民の皆様にも御利用いただけるとともに、「カ 他自治体

との連携」として、稲城市など近隣４自治体と相互利用協定を締結し、市民の皆様にそれぞれの

自治体の図書館を御利用いただいているところでございます。

 次に、「２ 令和元年度の市民意見聴取に関する取組について」でございますが、「（１）今後

の図書館のあり方」に関しましては、「ア アンケートの実施」「イ ワークショップの実施」に

より、図書館利用者の利用実態や図書館を利用していない方のニーズ把握を行うとともに、

「ウ」として、学識経験者や公募市民等で構成される社会教育委員会議や関係団体等から意見聴

取を行ったところでございます。

 ３ページにまいりまして、「（２）新しい宮前市民館・図書館」に関しましても、「ア アンケ

ート」、「イ ワークショップ」、「ウ 関係団体への意見聴取」を、記載のとおり行ったところで

ございます。

 次に、「３ 市立図書館の運営状況について」でございますが、「（１）市職員による主な業

務」といたしましては、「ア レファレンス、読書相談」や、「イ 資料の選書」等については、

市職員による業務としております。

 また、４ページにまいりまして、「（２）民間事業者への主な委託業務」といたしましては、職

員が専門性を発揮し、レファレンス業務等に専念できるよう、返却カウンター業務や配架業務な

ど、記載の業務等について民間事業者に順次委託してきたところでございます。

 次に、「４ 願意に対する教育委員会事務局の考え方について」でございます。

 １の「宮前区内に２つ目の図書館・市民館を建設すること」に関しましては、新しい宮前市民

館・図書館につきましては、「鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能に関する基本方針」及び「新

しい宮前市民館・図書館に関する基本的な考え方」等に基づき、鷺沼駅前という立地状況や再開

発事業との一体整備という特徴を最大限に活かしながら、「市民の力で成長し続ける、宮前区ら

しいスタイルの市民館・図書館」となるよう、移転・整備を進めております。

 現区役所等施設・用地につきましては、宮前区全体の将来のまちづくりや現区役所周辺エリア

の活性化等の観点から、宮前区全体の魅力や安全安心の暮らしの向上を目指し、全庁的な検討を

進めてまいります。

 次に、２の「あり方の策定に係る行政と市民での検討」に関しましては、今後の全市的な図書
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館のあり方や、新しい宮前図書館の移転・整備に向けた検討に当たりましては、今年度、庁内検

討会議等による行政内部での検討に加え、アンケート、ワークショップ、関係団体等へのヒアリ

ングなどの実施により、利用実態等の把握や市民意見等の聴取の取組を進めてきたところでござ

いますが、引き続き、検討の進捗状況に応じて、適切な方法で市民、学識経験者等からの意見を

伺う機会を設けてまいりたいと考えております。

 次に、３の「図書館の管理形態は直営を原則とすること」に関しましては、図書館の管理運営

に当たりましては、引き続き、図書館法等にのっとり、資料の収集・提供・保存などの基本的な

役割を着実に担ってまいりますとともに、公立図書館として果たすべき役割を十分に踏まえなが

ら、最適な手法について検討してまいります。

 説明は以上でございます。 

【小田嶋教育長】 

 説明は以上です。 

 それでは、御質問や御意見がございましたらお願いいたします。 

 中村委員。 

【中村委員】 

 ４ページの１番目ですけれども、「全庁的な検討を進めていきます」ということが書かれてい

て、請願の趣旨としましては、審議のプロセスに参加したいということだったのですけれども、

この「全庁的な検討」というのは、どこがどういう形で進めているものですか。 

【小田嶋教育長】 

 お願いします。 

【宮川生涯学習推進課担当課長】 

 現在、現市民館・図書館、区役所等の施設・用地のあり方につきましては、財政局のほうが事

務局になりまして、全庁的に今、この検討を進めているところで、令和４年度に基本方針策定に

向けて、今年度、来年度に向けて市民参加の方法とか、行政事業とか、そういうものも踏まえな

がら、どういう形で進めていくのかということを今、現段階で検討を進めているという状況でご

ざいます。 

【小田嶋教育長】 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 高橋委員。 

【高橋委員】 

 今の中村委員の質問に対する答えとしては、どういうふうに跡地を使うかということをまだ 

検討する準備をしているみたいな段階ということですか。 
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【宮川生涯学習推進課担当課長】 

 そうです。市民参加のやり方も含めて、今、どういう形でそういうことも決めていくのかとい

うプロセスも含めて。 

【高橋委員】 

 活用方法を検討するための検討をしているという段階ということですか。 

【宮川生涯学習推進課担当課長】 

 そうですね。市民参加の手法とか、スケジュール的なことも含めて、今検討しているという 

御理解でよろしいかと思います。 

【高橋委員】 

 わかりました。ありがとうございます。 

 （２）のところで、私も、請願者の方がおっしゃられた、市民自治というのは一緒に考えるこ

とだということに対しては、すごく私も共感するところがあるんですけれども、この（２）のと

ころに適切な方法で皆さんの意見を伺うというようなことが書いてあるんですけれど、今、どう

いう、何か検討されていることとかがあれば。 

【大島生涯学習推進課長】 

 先ほど御説明申し上げたとおり、今年度につきましては、図書館については利用者アンケート、

あるいはワークショップ等々で御意見を伺ってきたところでございますが、来年度、今後の図書

館のあり方をまとめるに当たりましても、今、どういう手法で市民の皆様、あるいは学識経験者

の皆様から、来年度はどういう手法で伺うかというのは、今、庁内調整中でございますので、ま

た何かしらそういった形で、また市民の皆様からの御意見は伺ってまいりたいというふうに考え

ております。 

【高橋委員】 

 ぜひ、一緒に考えていくという機会をしっかりつくっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

【小田嶋教育長】 

 ほかには何かありますか。 

 小原委員。 

【小原委員】 

 ３番目の管理形態のところなんですけど、今はどういう方向で考えているんですか。 

【大島生涯学習推進課長】 

 図書館の管理形態の件につきましては、我々もここに書かせていただいておりますとおり、ま

ず、あり方検討の中でどのようなサービスを行うべきなのか、というようなのをまず検討した上



9 

で、それに適する管理形態はどのような形であるか、というのを今後考えていきたいというふう

に考えておりますので、今段階では、もうゼロベースという形です。 

 ただ、意見陳述がございましたとおり、他都市でも指定管理の状況、さまざまあるというふう

には我々も把握をしております。一方で、指定管理から直営に戻していたりというような実例で

あるとか、そういった実例もあるやには伺っておりますので、そういった他都市の状況なども参

考とさせていただきながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

【小原委員】 

 ありがとうございます。 

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 岩切委員。 

【岩切委員】 

 今の質問に関しての質問なんですけれども、３番目のところに関して、今、サービス内容を吟

味してとおっしゃったんですけれども、図書館のサービスというと本を準備してお貸しするとい

うことが一番大きいかなと思うんですけど、ほかにどんなサービスのことを考えてらっしゃいま

すか。 

【大島生涯学習推進課長】 

 図書館、あり方検討、基本的な考え方でも一部お示ししてございますが、単に本を借りたり、

返したりという場所、あるいは本を読んだりという場所だけではなくて、市民の皆様が、先ほど

意見陳述の方もおっしゃられていましたが、いろんな課題認識を、気づきであるとか、そういっ

たものに気づくとともに、その課題認識をもとに何か他者とつながるであるとか、いろんな活動

につながっていくような場になっていく、そういうのも今後求められていくようなことなのかな

というふうには認識してございます。 

【岩切委員】 

 ぜひ、今の意見陳述をされたことが盛り込まれるように御検討いただきたいと思います。 

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 今、図書館の業務のことがありましたけど、先ほど説明でもありましたけど、今、レファレン

ス、読書相談、資料の選書、発注、除籍については、市の職員が行っているということで、レフ

ァレンスの状況というか、業務ではどういう感じになりますかね。お願いします。 

【米井生涯学習推進課課長補佐】 

 例えばなんですけれども、読書相談ですと、「こんな感じの本が読みたいんだけれども」とい

うリクエストをいただければ、「こういう本がありますよ」という御紹介をさせていただいたり
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ですとか、あとは「こういう調べ物がしたい」「こういうことが知りたい」ということがあった

ときには、図書館の職員の方でお調べをして、「こういう本があります」とか、「こういう本の 

こういうところにこういうことが書いてあるのでごらんになったらどうでしょうか」とか、とい

うような御案内をさせていただいたりというようなことをさせていただいています。 

【小田嶋教育長】 

 かなり専門的な業務ということですよね。それは回数的なものとかというのは資料であります

か。 

【大島生涯学習推進課長】 

 平成３０年度の読書相談等実績という形になりますが、全館合計で約２６万件の御相談をいた

だいているところでございます。 

 以上でございます。 

【小田嶋教育長】 

 中村委員、どうぞ。 

【中村委員】 

 レファレンスサービスと一緒に大事なのはレフェラルサービスだと思うのですけれども、その

辺はどうですか。請願のほうにネットワークということが書かれていたのですけれども。 

【大島生涯学習推進課長】 

 すみません、もう一度。 

【中村委員】 

 その館の中にあるのがレファレンスサービスで、ほかの館にあるものを取り寄せたりするのは

レフェラルサービス。 

【大島生涯学習推進課長】 

 例えば、その館にない本につきましては、市立図書館であれば全館取り寄せることができます

し、あとは、川崎市にない資料につきましても、神奈川県下の図書館のネットワークがございま

すので、そういったところからお取り寄せすることも可能でございます。 

【米井生涯学習推進課課長補佐】 

 全国から、あるところから、お取り寄せはできます。 

【中村委員】 

 やっていただいているわけですね。 
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【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがでしょう。 

 高橋委員。 

【高橋委員】 

 すみません、ちょっと基本的なことなんですけど、今、いくつか質問でお話を伺って、まだ 

図書館・市民館のあり方については、本当に検討方法を検討する段階であったり、ゼロベースで

あったりとかって、まだ何かを確定的に決められる段階ではないという認識で、合っていますで

しょうか。 

【大島生涯学習推進課長】 

 先日、先ほど２月にお示しした、本日の資料でも、「参考資料１」でございますが、一応、今

このような「今後の市民館・図書館のあり方」というようなものを一応検討している最中でござ

いますので、３ページ目になりますが、「めざす方向性」ということで、こういった検討項目に

沿って、「行きたくなる市民館・図書館」「まちに飛び出す市民館・図書館」「地域の“チカラ”

を育む市民館・図書館」ということで、これが具体的にどういったサービスとして実施していく

かというのを、またこれから検討していく段階と、そういう段階でございます。 

【高橋委員】 

 具体的なことを今から詰めていく段階ということですよね。わかりました。 

【小田嶋教育長】 

 跡地についても先ほど説明があったように、これからというところですね。 

 岡田委員はこれでよろしいですか。 

【岡田委員】 

 はい、大丈夫です。 

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 では、この請願第２号に関する取扱いについての御意見をお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 中村委員。 

【中村委員】 

 今の話ですと、ゼロベースで、これから検討していく段階という話だったのですけれども、 

そうすると、ここに書かれていることをここで検討する段階ではないということですね。 
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【小田嶋教育長】 

 そうなりますね。特に請願の１と３についてはこれから。今、ゼロベースであって、これから

ということになるという話。２についても、今までもやってきているけれど、今後、来年度につ

いても引き続きというものは、方向性は示されているのかなと思います。 

 小原委員、ありますか。 

【小原委員】 

 １から３まで、その趣旨自体は理解できるんですけども、現実的にこの請願を受けた上で 考

えていくと、先ほどもお話があったように、ゼロベースのものに制約がかかる可能性があるとい

うものは私も思いますので、この請願自体を、私個人としてはお受けすることはできないかなと

いうふうに私は考えています。 

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがですか。よろしいですか。 

 では、今、小原委員からの一つ意見がございましたけど、少し私のほうで取扱いのほうを整理

して、この後、決定したいと思いますが、まず、請願事項の項目の２ですね。「今後の図書館の

あり方」の策定に係る行政と市民との検討ということなんですが、今年度につきましては、庁内

検討会議のほかに、アンケートですとかワークショップ、また関係団体へのヒアリングなどを実

施して、利用実態等の把握や市民意見等の聴取の取組を進めてきているということで、先ほど説

明もありましたが、今後も市民や学識経験者等からの意見を聴取する機会の確保というのは、願

意の中にも示されておりますが、次年度も引き続き、具体的なことはまだこれからということに

なるかと思いますが、続いていくということなので、引き続き丁寧に進めていただきたいという

ふうに思います。 

 しかし、請願事項の１につきまして、「現在の宮前区の図書館・市民館を活かし、区内２つ目

の図書館・市民館を建設すること」ということにつきましては、先ほどから説明もございました

ように、現区役所の施設、また跡地の活用につきましては、これから宮前区の全体の将来のまち

づくりですとか、現区役所周辺エリアの活性化等の観点から、全庁的にこれから検討を進めてい

く、ゼロベースということがありました。現在、今、ゼロベースであるということです。 

 また、請願事項３につきましても、「管理形態は直営を原則とする」という請願事項３ですが、

これも今後、公立図書館としての果たすべき役割を十分に踏まえながら、これからやっぱり検討

する段階であるということの説明、これもゼロベースという言葉がありました。 

 そういったことから、請願の内容については、これから全庁的な検討を進めていく案件であっ

て、現時点でこの請願に関して、教育委員会として一定の結論を示す段階ではないというふうに

考えますので、本請願については「不採択」としたいと考えますが、いかがでしょうか。 

【各委員】 

 ＜承認＞ 

【小田嶋教育長】 

 よろしいですか。 
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それでは、そのように決定させていただきます。 

７ 報告事項Ⅰ

報告事項 No.１ 請願第３号（２０２０年度、教科書採択に関し「地域住民の民意を十分反映」

できるための施策を求める請願書）の報告について 

【小田嶋教育長】 

 続きまして、報告事項Ⅰに入ります。 

 「報告事項No.１ 請願第３号（２０２０年度、教科書採択に関し『地域住民の民意を十分反
映』できるための施策を求める請願書）の報告について」の説明を、庶務課担当課長、お願いい

たします。 

【瀬川庶務課担当課長】 

 教育委員会宛ての請願を受け付けましたので、御報告いたします。 

 はじめに、書記より読み上げさせていただきます。 

－請願第３号読上げ－ 

【瀬川庶務課担当課長】 

 本日の教育委員会では、請願の取り扱いについて御協議いただきたいと存じます。

 また、請願者より意見陳述を希望する旨の申し出がございましたので、意見陳述の可否につい

て、また、認める場合は何分程度とするか、併せて御協議いただきたいと存じます。

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

【小田嶋教育長】 

 ただいま報告のありました請願第３号の取扱いにつきましては、今後審議していくということ

でよろしいでしょうか。

【各委員】 

 ＜了承＞

【小田嶋教育長】 

 次に、請願の意見陳述についてでございますが、これを認め、時間については１０分程度とい

うことでいかがでしょうか。

【各委員】 

 ＜了承＞

【小田嶋教育長】 



14 

 よろしいですか。

それでは、そのように決定させていただきます。

報告事項 No.２ 叙位・叙勲について 

【小田嶋教育長】 

 次に、「報告事項No.２ 叙位・叙勲について」の説明を、庶務課長、お願いいたします。 

【榎本庶務課長】 

 それでは、「報告事項No.２ 叙位・叙勲について」御報告申し上げます。 
 今回、高齢者叙勲を受けられた方が３名、死亡叙位を受けられた方が２名いらっしゃいます。 

 はじめに、Ⅰの高齢者叙勲でございますが、山田米吉先生におかれましては、昭和３１年に教

職につかれ、平成４年に川崎市立小倉小学校長として退職をされました。次に、千坂隆男先生に

おかれましては、昭和２６年に教職につかれ、平成４年に川崎市立宮崎小学校長として退職をさ

れました。次に、鈴木良雄先生におかれましては、昭和２７年に教職につかれ、平成４年に川崎

市立久本小学校長として退職をされました。 

 続きまして、Ⅱの死亡叙位でございますが、二宮智惠子先生におかれましては、昭和２３年に

教職につかれ、平成元年に川崎市立上作延小学校長として退職をされました。１枚おめくりをい

ただきまして、２枚目でございますが、金子正行先生におかれましては、昭和２８年に教職につ

かれ、平成元年に川崎市立玉川小学校長として退職をされました。 

 いずれの先生方も、長年にわたり教育の発展に力を尽くされ、その教育功労に対しまして、今

回、叙位・叙勲を受けられたものでございます。 

 報告事項No.２につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【小田嶋教育長】 

 何か御質問等はございますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、報告事項No.２について、承認してよろしいでしょうか。 

【各委員】

 ＜承認＞

【小田嶋教育長】 

 それでは、報告事項No.２は承認といたします。 
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報告事項 No.３ 令和元年度 川崎市教育委員会任期付職員（学芸員）採用選考の実施結果につ

いて 

【小田嶋教育長】 

 続いて、「報告事項No.３ 令和元年度 川崎市教育委員会任期付職員（学芸員）採用選考の
実施結果について」の説明を、庶務課長、お願いいたします。 

【榎本庶務課長】

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、「報告事項No.３ 令和元年度 川崎市教育委員会任期付職員（学芸員）採用選考
の実施結果について」御説明いたしますので、資料をごらんください。

 学芸員の採用選考につきましては、「埋蔵文化財Ａ」、「埋蔵文化財Ｂ」及び「天文」の選考区

分により、令和元年１２月４日から２０日までを受付期間とし、令和２年１月１２日、日曜日に

第１次選考を、２月９日、日曜日に第２次選考を実施したところでございます。

 まず、応募状況でございますが、各１名の募集に対しまして、「埋蔵文化財Ａ」につきまして

は０名、「埋蔵文化財Ｂ」につきましては２名、「天文」につきましては８名の申し込みがそれぞ

れございました。第１次選考及び第２次選考の受験状況等につきましては、資料に記載のとおり

となっております。「埋蔵文化財Ｂ」につきましては、第１次選考において「合格者なし」、「天

文」につきましては、最終倍率として７倍という結果になったところでございます。

 なお、選考結果につきましては、令和２年２月２０日、木曜日、合否にかかわらず、「天文」

の第２次選考受験者全員に対しまして結果を通知するとともに、合格者につきましては、川崎市

教育委員会のホームページ上で受験番号を掲載したところでございます。

 説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

【小田嶋教育長】 

 御質問等はございますか。

 高橋委員。

【高橋委員】 

 「埋蔵文化財Ａ」と「埋蔵文化財Ｂ」については、２回目の募集だったかと思うんですけれど

も、なかなか人材が集まらないということですが、橘樹官衙遺跡の復旧ですよね、この方々って。

この埋蔵文化財Ａ、Ｂの方が。

【小田嶋教育長】

 学芸員の仕事内容ということの質問ですよね。

【高橋委員】 

 なので、いや、もう２回でだめだったんですけど、引き続きやっていただかないと困ることだ

と思うので。
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【小田嶋教育長】

 そうですね。ただ、仕事内容は橘樹官衙でしたか。

【古野庶務課職員】

 今回は、第１回目の募集の結果の発表です。

【高橋委員】 

 １回目でしたっけ。すみません。

【榎本庶務課長】

 現在、２回目を募集、まだ受付期間でございまして、この状況についてはまた改めて受験状況、

試験の状況を含めまして、また、そのタイミングの中で御説明してまいりたいと考えております。

【高橋委員】 

 わかりました。学芸員さんの確保が大変だということを別の案件でお聞きしてるので、頑張っ

てくださいというのも変ですけれど、ぜひよろしくお願いいたします。

【小田嶋教育長】 

 これは橘樹官衙のほうの関係が中心でよろしかったですか、仕事内容は。

【榎本庶務課長】

 橘樹官衙もございますし。

【小田嶋教育長】 

 ミュージアムのほうの関係もあるんですよね。

【高橋委員】 

 ミュージアムも。 

【榎本庶務課長】

 市民ミュージアムもございます。

【小田嶋教育長】 

 ほかにはいかがですか。よろしいですか。 

 それでは、報告事項No.３について、承認してよろしいでしょうか。 

【各委員】

 ＜承認＞

【小田嶋教育長】 
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 それでは、報告事項No.３は承認といたします。 

報告事項 No.４ 教育委員学校視察の報告について 

【小田嶋教育長】 

 次に、「報告事項No.４ 教育委員学校視察の報告について」ですが、事務局で一覧を作成し
ましたので、この日付順にそれぞれ委員から報告をしていただきたいと思います。よろしいでし

ょうかね。 

 それでは、まず研究推進校の西高津中学校の理科の授業視察に行かれた岡田委員と岩切委員に

それぞれお願いしたいと思います。 

 では、岩切委員からお願いします。 

【岩切委員】 

 それでは、１１月２０日、西高津中学校における理科研究報告会（本発表）を拝見しました、

その内容を報告いたします。研究の進め方、内容、効果測定について、コメントいたします。 

 まず、６人の理科担当教員による研究の進め方に対して、非常に感銘を受けました。１校時を

用いて授業を、そして、授業に続いて２校時目に研究討議を行う方式で討議を１時間と限ること

で、ポイントを絞って話し合いになったというふうに伺いました。また、指導案は各自の負担軽

減のためにＡ４サイズ１枚を基本として、「１ 狙い」「２ 本時の展開」に加え、「３ 研究テ

ーマの実現のための工夫」の欄を設けていました。こうした進め方は理科に限らず、他学科にも

応用が可能で、効果的で効率的な進み方ができるのではないかと思いました。

 次に、工夫内容といたしましては、「教える」ではなく、「気づかせる」ことを大切にした授業

展開であり、答えを追い求めがちな生徒たちに、考え、気づかせる工夫が随所に見られました。

中３の化学変化というような授業では、まず、生徒たちに酸性、中性、アルカリ性をワークシー

トに色分けさせました。その後、一人ひとりに酸性またはアルカリ性の液体が与えられ、中性の

水溶液をつくる実験を行いました。実験結果から生徒たちは、ワークシートに記載した中性の幅

を狭く修正するとともに、中性にしやすくするための工夫を見出し、考えを一人ひとりがワーク

シートに記入しました。中性とはｐＨ７であるということを知っている生徒たちが、実験を行う

ことで中性には幅がなく、ピンポイントだと気づいた結果でした。

 また、効果測定では、「理科の有用感」や、「将来、社会に出たとき役立つか」というアンケー

トを各学年で４月と１０月に実施しておりました。「理科の有用感」については、各学年で４月

より１０月にポイントが下がっており、「将来、社会に出たとき役に立つか」では、３年生では

３ポイント上がったものの、１・２年生では下がっていました。この背景には、学習内容が難し

くなることなどが考えられましたが、記述欄による細かい分析結果を加えることで、ポイントか

らだけでは見えてこない生徒たちの学びも読み取ることができました。例えば、「疑問から試す、

結果、考察の流れは役立つと考えられるから」とか、「状況から物事を考察する力が身につく」

とか、「生活が豊かになる」などのコメントは、生徒たちの気づきが考えられる結果でもありま

した。効果測定をして、授業の効果を確認していくアプローチと、数値だけではなく、記述欄か

ら細かく分析している努力は、子どもたち一人ひとりの成長を見逃さない先生方の視点を感じま
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した。

 以上です。

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。

 では、岡田委員、よろしくお願いします。

【岡田教育長職務代理者】 

 岩切委員と一緒に参加させていただきました。研究主題が「子どもたちの学ぶ意義、有用感を

育む理科学習」ということで、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業展開を通して」

という副題がついていました。これから予想されますＳＴＥＡＭ教育を踏まえたときに、本市の

理科の教育がどういうふうに進んでいくのかなというような視点も持ちながら参加させていただ

きました。文科省の教科調査官の野口調査官の指導・講評で示されたもの、それから、本市の 

永田指導主事の指導・講評、それらが理科の教員に浸透していくさまがすごくよく読み取れて、

川崎の研究推進校の実践というのは、とてもいいなというふうに思いました。

 ただ、その中で、なるほど、と思ったんですが、女性教員の少なさということが取り上げられ

ていて、確かに全体を見渡しても女性教員が少なかったものですから、これは採用ということが

ありますので、女性教員がどうのこうのということではないと思いますが、そういう視点も私た

ちには必要だなというふうに思いましたし、今後の川崎市の子どもたちの理科という視点に立っ

たとき、理科の有用感とは一体何なのかというような基本的なところも見つめ直しながら問いか

けている内容で、とても充実したものになっていたなというふうに思いました。

 以上です。

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。

 今、女性教員というのは、参加していた理科の先生たちという意味ですか。

【岡田教育長職務代理者】 

 全体という意味だったんですね、たしかね。

【岩切委員】 

 そうですね。その学校では６人の理科の教員がおりましたが、全員男性だったということと、

それから、見学に来られていた先生方も、女性の方がちらほらとしかいなかったかと思いました。

５２校のうち女性の理科の教師は非常に少なかったということです。

【小田嶋教育長】 

 参加しているのはほとんど理科の教員だと思いますので、教科の特性というか、教科の中で、

理科の中で女性教員が少ないということが話題になったという捉え方でよろしいですかね。

【岡田教育長職務代理者】 
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 はい。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。

 では、続きまして、１１月２２日の南原小学校の人権尊重教育の授業視察について、中村委員、

お願いいたします。

【中村委員】 

 人権尊重教育について見てまいりました。同校では、「認め合い、支え合う子どもをめざし

て」という研究主題に基づき、「かかわり合いを通して、一人ひとりの心が動く授業づくり」と

いうことを志向していました。

 拝見する中で、特に重要だと思った点が３点ありました。一つ目は、川崎市人権オンブズパー

ソンのお二人がいらしてくださり、６年生の「子どもの権利について学ぼう」という授業で、具

体的に相談を受ける際の心構えなどについて話してくださっていました。日々相談を受けている

専門家の言葉には重みがあり、子どもたちの心にしっかりと響いたようですし、人権オンブズパ

ーソンの方に実際に会ってみるということがとてもすばらしいと思いました。人権オンブズパー

ソン制度があっても、どのような人が聞いてくれるのかわからなければ話しにくいのですが、と

ても優しそうな、相談しやすそうな方だったので、子どもたちも何かあったときには一人で悩ま

ずに相談できるようになるのではないかと思いました。今後も人権オンブズパーソンの方との連

携を深めていく必要があると思いました。

 二つ目は、南原小学校は、小規模校であることを生かして、日常的に学年交流をしているとい

うことです。人権について考える場合、やはり多様性ということが大事ですので、せめて学年交

流をする中でいろんな人がいるということを考えていくことが大事なのかなと思いました。

 三つ目は、その研究会に中学校の先生もいらしていたことです。校種を越えた学び合いという

ことがとてもすばらしいと思いましたので、これからも校種を越えて学び合うということを展開

していっていただけるとありがたいと思いました。

 以上です。

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。

 もしも御質問等があったら後でまとめてということでお願いしたいと思います。

 続いて、１１月２７日の宮崎中学校の社会の授業ですね。小原委員、お願いいたします。

【小原委員】 

 研究主題が「育成すべき資質・能力を明確にした授業づくり」ということで、この主題の理由

として、一つ目が新学習指導要領の実施に伴う教育課程の移行に合わせた対応。二つ目が生徒へ

の教科アンケート、全国学習状況調査結果から分析した改善の必要性。三つ目が中学校教育研究

会社会科部会の取組を生かした狙いを定めた学習、見通しを持った事業展開をしていきたい、と

いうところが理由になっております。 
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 この研究で特筆すべき点ですけれども、学校としての研究と、社会科としての研究を行うこと

によって、学校全体で学校教育目標や校長の提案を土台として、学校教育法にある学力の３要素

に沿った形に整えてから、最終的に学校として育成を目指す資質・能力を設定しているところで

す。これによって、学校全体での指導という方向性のもと、各行事の目的の整理、見直し、教員

の各活動に対しての見通しや方向性の判断、行事の立ち位置、生徒の振り返りなどが、かなり明

確になって、やりやすくなっているということです。また、教科横断的な視点に立った資質・能

力の育成として、ダイヤモンドランキングやマトリクスの支援チャート、Ｙチャートなど、視覚

操作化できる思考ツールの活用と、ワークショップを取り入れた学級活動、また、生徒に身につ

けさせたい資質・能力の定着を図るために、各教科においてさまざまな取組に発展しているとい

うところです。 

 社会科としては、学校の目指す資質・能力に合わせ、社会科全体で整備をしています。これは

生徒の多様な学びへの対応と、指導者側の汎用性を考慮したものであり、目新しいものではなく、

改めて意識して取組ができているかという、指導者側への問いかけもするものだというふうに考

えています。また、他教科へ転用できる資質・能力とも言えると思っております。 

 授業ですけども、地理・歴史・公民と、分野に分けた授業が同時刻で行われたので、少しずつ

見学させていただきました。どの分野においても、指導ツールの利用や板書の工夫がされていま

して、視覚的に問われていることが気づきやすく、多面的に考えやすくなっていたり、グループ

ワークでも、積極的に資料から抽出した情報をもとに意見を出し合い、活性化している授業でし

た。 

 最後ですけれども、これからの社会科、見て感じたところは、「暗記する社会科」というとこ

ろから、「情報収集から考察し、表現する社会科」に変わっていっているというのを感じました。

また、今回の授業指導案がありますけども、それによって、どの教員でも生徒が不公平感を感じ

ることのないような授業が展開されていることになるだろうということを期待しております。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 では、続けて臨港中学校の「数学」の授業で、岡田委員と高橋委員ということで、まず高橋委

員からお願いします。 

【高橋委員】 

 中学校３年生の授業を拝見いたしました。希望制の少人数指導になっていて、２クラスあるの

ですが、私は主に進度がゆっくりのほうのクラスの授業を見ました。 

 ピタゴラスの定理に基づき、直角三角形の辺の長さを求める授業です。公式やテクニックを伝

える授業ではなく、生徒が自分たちの力で重要な考え方を学び取る形の授業でした。生徒が考え

る時間を十分にとっていて、わからないところは隣の人と相談したり教え合ったりする場面もた

くさん見られました。先生と生徒の信頼関係の上に築かれている授業だなというふうに感じまし

た。また、プリント配付はなくて、全て板書形式だったんですけれども、生徒たちはなれた様子

で問題や図形をノートに書き写していて、黙々と課題に取り組んでいました。板書が苦手な子も

多いという印象があったので、後で先生に聞いたんですけれども、中学１年生から継続してノー
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トをとる指導をしっかりしているということで、それがきちんと成果を上げているんだなという

ふうに感じました。 

 授業参観後の分科会では、若い先生から非常に活発に質問が出されて、充実した話し合いがさ

れていました。それから、最後の全体会でも、中学校の数学研究会の温かい雰囲気が伝わってき

て、とてもいい会だったなというふうに思いました。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 では、続いて岡田委員、お願いします。 

【岡田教育長職務代理者】 

 今、高橋委員から報告ありましたように、原理・法則に気づき、知識・技能を獲得する生徒の

育成、生徒にとって学ぶことを整備した指導計画をもとにということで研究がなされ、報告がな

されていました。高橋委員からもありましたように、とても温かな数学の先生方の人柄というか、

それが伝わってきて、そして、それがまた子どもたちにも伝わっているんだなというふうに思い

ました。 

 それで、先ほどありましたように、プリントを使わないという方法がとてもいいなというふう

に思いましたし、研究会の中で、数学がわかることは生徒指導につながるという言葉が出てきて、

教科指導と学校全体の指導、または生徒指導が一体となっていくんだという認識のもとになされ

ていて、その意味で、数学科の部会を時間割りの中に入れて、組織として研究を進めているとい

う報告がありまして、これもいいなと思いました。ただ、時間割り上、それが必ず毎年実現でき

るかどうかは、また別のことのようではありますけれども、研究推進のために時間割りの中にし

っかり入れて、みんなで協議して、組織でしていく。ここでのものが川崎全体に広がっていくこ

とを、この研究では意識されていたというのがひしひしと伝わってきまして、先ほど高橋委員か

らもありましたように、横浜国大の指導・助言の両角先生だったですか、この御助言とか指導も

とても的を得ていて、先生方も納得しながら、さらに川崎の数学の教育をよくするためにという、

何か一体感を持って終わっていったんじゃないかなというふうに思いました。とても充実感を感

じるものでありました。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 続いて、１２月４日、野川小学校、教育課題の授業視察ということで、高橋委員、お願いいた

します。 

【高橋委員】 

 昨年度の中間発表に引き続き、今年度も野川小学校に伺いました。３～６年生の授業を拝見し

ました。 

 昨年も児童たちに話し合い活動が浸透していることに驚きましたが、今年度は、さらに子ども
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たちが話し合いや自分の意見を伝え合うことを楽しんでいる様子が伺えました。また、誰一人取

り残さない授業ということで、どのクラスも、全ての子どもたちがそれぞれのスタイルで話し合

いに参加していて、まさに日ごろの実践の積み重ねがあらわれているんだろうなと思える授業で

した。中でも印象的だったのが、６年生の道徳の授業です。子どもたちの意見がいろいろ出され

て、黒板で分類されて、まとめて、授業が終わるのかなと思ったら、最後に先生が「ところで君

たち、この意見を本当にできるの、自分たちでできるの」という問いかけをされまして、最初に

設定した主人公、子どもではない別の子どもに立場を変えたら、どういうふうに自分は感じるか

というような展開がありました。きれいにまとめて終わるのではなくて、子どもたちの中にあえ

て葛藤を呼び起こす、まさに考える道徳の授業が行われていたんじゃないかなというふうに強く

思いました。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 続きまして、１２月２０日、中央支援学校の特別支援教育の授業視察ということで、中村委員、

よろしいですか。 

【中村委員】 

 中央支援学校に行ってまいりまして、主に二つの点について思いました。 

 一つ目は、とても丁寧な指導が行われていまして、私も教員をしているのですけれども、みず

からの教育方法というか、指導方法について猛省させられました。大学にもやはりいろんなお子

さんがいらっしゃるので、つい「どうしてわからないの」と思ってしまうんです。わかるように

教えていくことが教員の役割ということを改めて考えさせられましたので、校種を越えた研修と

いうのがとても大事だと思いました。 

 二つ目は、教育は教育委員会内のみで行うのではなくて、いろんな組織との連携がとても大事

で、教育コミュニティをつくっていくことが大事なのではないかと思いました。 

 その理由は３つあるのですけれども、一つは、特別支援では訪問教育とか病院との連携をして

いるのですけれども、それがとても難しいということをおっしゃっていたのです。それは個人の

先生の努力だけではなくて、組織的に何かシステムを考えていく必要があるのではないかという

ふうに思いました。 

 二つ目は、チャレンジ就業支援をもっと活発にしていく必要があるのではないかということで

す。当日配付された資料も、子どもたちがつくってくれたもので、全く問題なかったです。そう

いうものをつくるとか、働くということを経験しなければ、なかなか社会に出ていけないと思い

ますので、そういう機会を市長部局などとも連携しながらたくさんつくっていくということが大

事なのかなと思いました。 

 三つ目は広域連携ということです。特別支援に関しては、横浜市とか、神奈川県との連携をし

ているので、研究会にも、横浜市の特別支援学校の校長先生などがいらしていました。ほかの教

科では、なかなかほかの市の先生方というのはいらっしゃらないのですけれども、特別支援では

いらしているので、ほかの教科でも、そういう広域連携ということをどんどんしていくことによ

り、いろんなスキルアップとか、研究が向上していくのではないかと思いました。 
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 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 では、高橋委員、お願いします。 

【高橋委員】 

 中央支援学校の発表会ですが、午前中が授業参観と全体会とポスター発表、午後が分科会、研

究協議と講演会という、丸一日の報告会でした。中央支援学校は五つの場所に分かれているので、

学校運営が難しい部分もあるというお話を伺いましたけれども、先生方の特別支援教育に対する

熱意が伝わってくる、充実した一日でした。 

 午前中の授業では、生徒の発達に応じてさまざまな説明や作業内容が工夫されていました。い

ろいろあったんですが、ちょっと今回は時間の関係で細かいところは報告はできないんですけど、

本当に、中村先生がおっしゃられたように、それぞれの障害や発達段階に合わせて、きめ細やか

に工夫されていて、私も本当に感激しました。 

 それから、ポスター発表では、２つの発表をお聞きしました。まず、地域支援部による計画巡

回訪問や要請訪問についてです。要請訪問は、開始から３年目の今年度、学校からの要請が大幅

にふえて、地域支援の意義が学校のほうに浸透してきているということでした。特に中学校での

指導に役立っているということでした。ただ、計画巡回訪問は、６０校を現在２人の先生が担当

されているということで、お互いのコミュニケーションをとるような時間もなくて、時間的にか

なり厳しい中、頑張ってくださっているという話をいただきました。訪問部の東横恵愛病院での

訪問学級についてもお話をお聞きしました。在籍児童・生徒はどんどんふえているので、場所や

教員の確保が難しくなっているということでした。 

 午後は、作業班・職業班における主体的・対話的深い学びをテーマとする第３分科会に参加し

ました。午前中に地域支援部の先生がおっしゃられていたんですが、「子どもを変えようとする

前に、環境のほうで何か変えられることはないかを念頭に置いて支援していくことが重要です」

ということをお聞きしたんですが、子どもたちの周りにある環境、例えば机の配置ですとか、支

持具ですとか、そういうものをさまざまに工夫することで、子どもたちの行動が変容して、どん

どん成長していくことを実感できる発表をお聞きしました。 

 それから、余談ですが、特別支援教育ということで、２月７日に開催された支援級の児童たち

の「卒業と進級を祝う会」も拝見したんですけれども、中央支援学校も、そちらの会、祝う会も

そうですけれど、子どもたちがすごく生き生きと発表したり、授業を受けているということに、

とても感動して、川崎市の特別支援教育をしっかりやってくださっているんだなということで、

ありがたく感じました。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 続いて、１月１０日の日吉小学校、情報モラル教育の視察ということで、小原委員、お願いい

たします。 
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【小原委員】 

 研究推進部校の授業ではない、通常の授業の中で、企業が講師になる情報モラルの授業を視察

いたしました。また、視察に際してですけども、私は立場上、安心ネットづくり促進協議会とい

うところに所属しておりますので、若干、青少年の安全・安心なインターネット利用寄りの目線

で見させていただきました。 

 内容に関しては、一般的な情報モラル教育というところで、企業ではありますが、ＣＳＲの方

向性に各企業によって違いがありますので、今回の授業は一般的な情報モラルを教えてくれてい

るというような形です。 

 情報モラルに関してですけれども、今までの授業の中では、「何々をしないようにしましょ

う」とか、「何々に気をつけましょう」とか、危険性を重視した教育が多く見られていたんです

けど、これからの時代を生きる子どもたちは、就学前から、もう既にネットに触れていることや、

就学後の情報社会で適正な活動を行うためのもとになる考え方と態度を育むための情報モラル教

育を踏まえて、そういうことを考えるのであれば、発達段階に応じた情報モラル教育を、講師の

選定時に考えていただきたいなというふうに思っています。基本的な部分である、誰もが情報の

送り手と受け手の両方の役割を持つような、これからの情報社会ですけれども、情報がネットワ

ークを介して瞬時に世界中に伝達されるとか、予想しないような影響が出てしまうことがありま

す。また、対面のコミュニケーションでは考えられないような誤解を生じる可能性も少なくない

とか、そういう基礎的な考え方というのは、もう小学生の低学年から中学年ぐらいで知っていて

ほしいことであり、それらを踏まえた上で、どのようにリスクを回避して有用な情報を利活用し

ていくかというのは、もう既に小学校の高学年ぐらいで学ぶことが必要になってくるのかなと思

います。中学生になれば、そこから先、もっと発信をしていく側の立場になっていくと思います

けれども、いずれにしても、情報モラルの授業の講師選定をする場合においては、こういうよう

な発達段階を踏まえた上で、講師の選定をしていただきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 続きまして、１月１５日の南加瀬小学校、算数の授業ということで、お願いします。 

【高橋委員】 

 １年生と６年生の「算数」の研究授業を拝見しました。 

 子どもたちは、全体的に非常に落ちついて授業に取り組んでいました。１年生は「大きな数」

という単元で、数のまとまりに注目しながら数え方を考えるという授業でした。１年生にとって

身近なアサガオの種を教材として、それを思い思いの方法で数え、数え方をそれぞれ発表した後

に、自分の数え方ではなくて、発表された別の児童の考え方を説明するという授業の流れでした。

自分の考えを発表するだけでなくて、さらにほかの人の考えを説明するということは、より高度

なことになるので、算数の基本的な考え方を学ぶという、川崎の算数教育を大事にしている部分

を授業の中で実践していただいているというふうに感じました。 

 以上です。 
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【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

【高橋委員】 

 すみません。間違いました。まだあります。６年生のほうを抜かしました。 

 ６年生は「資料の調べ方」という単元の中で、学習したことを活用するという、最後の授業を 

拝見しました。これからますます重要になっていく統計教育ですが、子どもたちは、難しい課題

に、時に周囲の子どもたちと意見を交わしながら地道に取り組んでおりました。 

 研究授業後は、６年生のほうの分科会に参加しました。データの活用は、新しい領域ですが、

ほかの学校でも授業研究は盛んに行われているようで、他校の先生からも、発問の設定方法や 

教材の選び方、データのそろえ方など、事例が発表されたり、南加瀬小の先生に具体的なアドバ

イスがあったりと、非常に活発な意見が交わされていました。授業研究が盛んな川崎市のよさを

実感することができました。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 続いて、１月２７日、南生田中学校の「キャリア在り方生き方教育」ということで、岩切委員、 

お願いします。 

【岩切委員】 

 南生田中学校における総合的な学習の時間、研究報告会を拝聴いたしました。進め方や全クラ

スの授業の取組を拝見して感じたことを御報告いたします。 

 本校は、「キャリア在り方生き方教育」研究推進校として、総合的な学習の時間を軸として、

持続的開発目標、ＳＤＧｓの視点を取り入れました。４月から７月には、有識者からの講演会を

行い、８月から１０月には、地域をフィールドにして地域交流学習を行いました。１０月から 

１２月には、キャリア講座学習を開講して、１年生から３年生の生徒たちが１５講座に分かれて

社会課題について学びました。１月から３月には、話し合い活動を通じて、みずからが取り組む

ことで関わる解決策を考えるという取組を行いました。 

 当日の授業では、各学級でキャリア講座学習を、学習した内容を互いに発表し合うという、 

発表学習会の日でした。ここでは、主要５教科を中心にという発想ではなくて、総合的学習を軸

に据えてしまうという、大胆なアプローチでカリキュラムデザインを行っている点が非常に鮮烈

な印象として残りました。 

 同校では、師弟が同じ行いをすると書く「師弟同行」の精神が貫かれているとのことでしたけ

れども、生徒が中心になり、学び続ける教職員という構成で、学校全体のカリキュラムデザイン

を行っているという点が非常にユニークで、画期的だと思いました。 

 また、１年生から３年生が一緒に同じ授業を受けるという点もすばらしく、いろんな多様性を

感じる、いい機会を設けているように感じられました。そして、クラス全員が数人ずつに分かれ

て別の講座を受けて集まるという試みもいいなというふうに感じました。 
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 ２年生のクラスでは、給食の牛乳に使うプラスチック製ストローが、ＳＤＧｓの観点から課題

が多いことに気づき、ストローを使わず、コップで飲むことを始めました。さらに、コップを使

うと水資源を使っていることに気がついた生徒からは、今度は牛乳パックの口を四方からあけて、

コップ状にして飲む提案につながっていったりなど、生徒たちが自発的にＳＤＧｓを身近な課題

として捉えて行動変容を起こしていくさまが報告され、生徒たちの気づきが単なる気づきに終わ

るのではなく、行動変容につながっていることを実感させられました。 

 こうした生徒たちが世の中に出ていくときに、課題解決型の行動する社会人となってくれると

いうことを思い起こしますと、明るい将来を感じることができました。また、ＳＤＧｓという大

人でも難しいような課題を、自分のできることに落とし込んでいくこと、そのプロセスそのもの

が生徒たちの自信につながっていくと感じました。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 では、最後に２月７日、川崎総合科学高校ということで、高橋委員、お願いいたします。 

【高橋委員】 

 生徒さんたちの１年間の課題研究の成果発表をお聞きしました。 

 インタビュー形式やドキュメンタリー番組風、ＮＨＫの「プロジェクトＸ」風など、大変工夫

を凝らしたレベルの高いプレゼンテーションに驚きました。難しい専門用語もたくさん出てきた

んですけれども、生徒さんがわかりやすく、かみ砕いて説明をしてくださって、どうやったら 

聴衆に伝わるかというのもよく考えられた発表でした。また、生徒さんたちは、長期にわたる研

究の中で、何度も何度も壁にぶつかっていました。そのたびに問題点を検証し、その問題点に対

して解決策を見つけて改善していくというプロセスを何度も何度も経ることで、とても成長され

ているようでした。玄関ホールや体育館に、課題研究でつくられた実物もたくさんあって、拝見

いたしました。もちろん、そのプログラムですとか物も、大きな橋ですとか、お家の模型とか、

いろいろあったんですけれども、その物もすばらしかったんですけれども、説明員の生徒さんた

ちにいろいろ細かい質問をさせていただいたんですけれども、非常に丁寧に、わかりやすく答え

てくださいました。 

 高校ということで、もう一件、橘高校国際科の「Business Plan with ＳＤＧｓ プレゼンテー

ション」の発表会も見せていただいたんですけれども、どちらの学校も、高校の独自のプログラ

ム、カリキュラムを生徒さんが、その意図を、目的を、非常に理解して、それを自分のものにし

て発表されたり活動されているということがよくわかりました。 

 以上です。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 皆さん、大変お忙しい中、積極的に参加していただき、ありがとうございました。私も本当に

行きたかったんですが、ちょっとかなわず、大変参考になりました。 

 全体を通して、特に質問、何かございますでしょうか。 



27 

 岡田委員。 

【岡田教育長職務代理者】 

 一つだけ。 

 高橋委員と私が、実は３月中に、もう一校視察予定だったんですが、新型コロナウイルスの 

関係がありまして、それがかないませんでしたが、これは次年度に続く研究というふうに聞いて

いますので、次年度を楽しみにしたいというふうに思っております。 

【高橋委員】 

 川崎市立高校と中学校の視察のほうに。 

【小田嶋教育長】 

 また、それはぜひよろしくお願いします。 

【高橋委員】 

 また来年度、行かさせていただきたいと思います。 

【小田嶋教育長】 

 では、よろしいですか。 

 では、研究推進校の視察については以上とさせていただきます。 

報告事項 No.５ 令和元年度川崎市立中学校学習状況調査報告について

【小田嶋教育長】 

 続きまして、「報告事項No.５ 令和元年度川崎市立中学校学習状況調査報告について」の説
明を、カリキュラムセンター室長、お願いいたします。 

【鈴木カリキュラムセンター室長】 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 「令和元年度川崎市立中学校学習状況調査」につきまして、御報告いたします。 

 お手元の資料、「令和元年度川崎市立中学校学習状況調査 概要」をごらんください。はじめ

に調査の概要について、次に、教科調査と生活や学習についてのアンケートの結果、最後に「調

査結果の活用」について御説明いたします。 

 それでは、資料の１ページをごらんください。「調査の目的」についてですが、本調査は、「基

礎的・基本的な知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」についての学習が、いかに生徒に定

着しているかを全市一斉に調査し、その結果を、学習指導の改善や、生徒みずからの学習状況、

学習課題の把握に役立たせることを目的としております。 

 ２ページ、「調査の方法」をごらんください。各教科の問題は、「知識・技能」と「思考・判
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断・表現」に分けて出題し、分析しております。ここに示しております解答用紙の上から二つ目

の吹き出しのように、記述式の問題については、解答類型に従い、Ａ、Ｂ、Ｃに丸をつけて採点

しております。また、３つ目の吹き出しに正答数の合計とありますが、「知識・技能」と「思

考・判断・表現」、それぞれの正答数の合計を示しております。 

 次に、３ページをごらんください。教科の調査結果から、定着していると考えられることを白

い丸、課題があると考えられることを黒い丸に示しました。 

 各教科にそれぞれの成果や課題がありますが、複数の教科に共通していると考えたことを申し

上げますと、定着していることについては、「知識・技能」「思考・判断・表現」ともに、「直接

的な聞き方をしている問いや、一つの事象や資料等に対して考えたり判断したりすること」が挙

げられます。 

 一方、課題があると考えられることは、特に「思考・判断・表現」においてアンダーラインを

引いているところでございますが、「複数の事象や既習事項と関連づけて考察したり表現したり

すること」、「場面や状況、内容等の全体をとらえること」、「説明を解釈し、それを適用するこ

と」などがあります。また、このページのその下には、各教科、観点別の平均正答率を示してお

ります。 

 では、教科ごとの課題と授業改善の手立てについて、特に「思考・判断・表現」に関する問題

から、課題があると捉えたことにかかわる問題を１問ずつ取り上げて御説明いたします。 

 まず４ページ、国語をごらんください。問題の右側にある四角囲みの「『食べられることを利

用する』とは、いったいどういうことなのだろう。」という一文が、どの段落の間に入っていた

かを問う出題をいたしました。課題としましては、問題を提起しているこの一文の文章中での役

割を把握し、接続語や指示語等に着目しながら段落ごとの内容や文章の展開を捉え、文のつなが

りを理解することが挙げられます。授業改善の手立てとしては、何が書かれているかということ

だけではなく、言葉の意味や働きなどに着目しながら文章を読むことを通して、段落相互の関係

や文章の展開から内容を捉えていくような課題設定等の工夫が大切になります。 

 次に５ページ、社会をごらんください。世界の諸地域については、各州の地域的な特色や、環

境問題、多文化共生といった地球的な課題を学習します。今回はオセアニア州の地域的特色につ

いて出題いたしました。この問題では、気温や降水量を示した雨温図の情報を読み取り、会話文

にある「シドニー」の雨温図として適切なものを選択します。課題としては、問題には示されて

いない、「北半球・南半球の季節が反対になる」という前提の知識を活用し、雨温図から読み取

った情報と関連づけて考えることがあります。授業改善の手立てとしては、地域的特色や地球的

課題について、ふだんから既習の知識の活用を意識し、地形や気候、暮らしの特色等と、グラフ

や統計、雨温図等の各種資料を関連づけて考える活動が挙げられます。 

 ６ページ、数学をごらんください。連立方程式の問題を出題いたしました。バスケットボール

の得点とシュート数から２つの式を立式します。会話文において２つ目の式の条件が示されてい

なかったことに気づき、新たに示された式から、その条件を読み解き、言葉で説明する問題です。

課題としては、数式で示された数量関係を、具体的な事象として言葉で表現することがあります。

表現として不十分と考えられる誤答や、無答の割合が多くありました。授業改善の手立てとして

は、この問題のように身近な具体的な事象から、数量関係を把握し、言葉や図、表、グラフなど

数学的な表現を用いた上で、それを周りと共有するような活動を多く取り入れることが大切です。 

 次に７ページ、理科をごらんください。「発生させた二酸化炭素を集めることができなかっ
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た」という実験を失敗した事例において、失敗の原因となった方法を問う出題をいたしました。

実験が成功する方法を答えてしまう割合が高く、課題としては、問題を最後まで読み、探究の過

程を理解することと、実験の結果から実験の操作方法を振り返り、修正点を見出すことがありま

す。授業改善の手立てとしては、実際に行った実験において、うまくいかなかった原因を探究し

たり、生徒が立てた複数の仮説に沿って異なる実験を行い、それぞれの実験結果を関連させて考

察したりするなどの探究活動を充実させる必要があります。 

 ８ページ、英語をごらんください。パーティーの後片づけをする場面における英作文の問題を

出題いたしました。課題としては、会話の場面を理解し、それに応じた英語の文章を正しく書く

ことがあり、無答率も２４％でした。授業改善の手立てとしては、コミュニケーションの目的や

場面、状況が設定された言語活動において、さまざまな文法や表現を活用させて書くことが考え

られます。また、ある程度の分量を書くために時間を確保し、書く中で正確な語彙の使い方や文

法等を指導していくことも必要です。 

 各教科については以上でございますが、今後の問題作成につきましても、一人ひとりの学力を

適切に把握できるよう、研究に努めてまいります。 

 次に、生活や学習についてのアンケートより御報告いたします。今年度から質問項目に加えた

ものとしては、全国学力・学習状況調査における質問紙調査で、項目を３年に分けて３年ごとに

問うことになったものや、学習指導要領改訂に伴い、その趣旨に基づいた調査として設定したも

のがございます。ここでは、「かわさき教育プラン」の基本政策Ⅰ「人間としての在り方生き方

の軸をつくる」と基本政策Ⅱ「学ぶ意欲を育て『生きる力』を育む」において、参考指標として

いる項目の中から取り上げて御説明いたします。 

 はじめに９ページ、１０ページをごらんください。「好感度」、「理解度」につきましては、３

年間の推移に大きな変化はないと捉えております。しかし、この生徒たちが小学５年生の時の 

調査結果等も参考にしますと、中学生になり数値が低下する一方で、社会科についてはその差が

小さく、課題解決型の学習や生徒たちの興味・関心を高める学習等に地道に取り組み、浸透して

きた成果として捉えております。 

 次に１１ページ、１２ページをごらんください。「有用感」につきましては、「生活の中で役に

立っていると思いますか」と「将来、社会に出たときに役に立つと思いますか」のどちらの質問

も、肯定的な回答の割合がすべての教科で年々高くなっております。特に１２ページ、「将来、

社会に出たとき役立つ」の中では、国語と英語について９割以上の生徒が肯定的な回答をしてお

ります。日常生活とのつながりや、将来、生徒たちが生きていく社会とのつながりを意識させる

学習等に取り組んできた成果があらわれてきたと考えております。 

 次に、１３ページからの項目について御説明いたします。 

 （１）の「自分にはよいところがありますか」、そして（６）の「あなたは、自分の住んでい

る町が好きですか」の質問に対しては、「あてはまる」「どちらかといえば、あてはまる」と回答

した生徒の割合が、年々高くなる傾向にあります。 

 また、今年度加えました（３）、「人の役に立つ人間になりたいですか」という質問では、肯定

的な回答をした生徒の割合が９割以上となっております。 

 一方、（２）の「将来の夢や目標を持っていますか」、（４）の「難しいことでも、失敗をおそ

れないで挑戦していますか」の質問では、「どちらかといえば」まで含めますと、肯定的な回答

に大きな変化は見られません。また、１５ページの（７）「今、住んでいる地域の行事に参加し



30 

ている」、（８）「地域や社会のために、何をすべきか考えることがある」の質問では、肯定的な

回答の割合が３５％前後となっております。これらのことから、自尊意識を高め、川崎への愛着

を深める教育活動が一定の成果を上げていると考えられるものの、地域や社会のために何をすべ

きか考えることや、地域での活動を具体的に意識して行うところまでは至っていないと考えられ

ます。生徒一人ひとりの、人の役に立ちたいという思いを学校生活だけでなく、意識的に地域や

社会につなげる教育活動の工夫が大切です。それにより、生徒が、みずからの興味・関心や適性

を把握して、将来の職業選択をしたり、夢や希望を持ったりすること、また、その実現に向かい

失敗を恐れずに挑戦していくことなどにつながると考えられます。 

 １６ページをごらんください。クロス集計の結果でございます。１つ目の「学校生活の楽し

さ」と「学習に対する好感度」とのクロス集計では、学校生活の楽しさについて否定的な回答を

している生徒ほど学習に対しても否定的に回答する割合が高くなっており、生徒が感じる「学校

生活における授業への意識」の重要性を改めて確認するところです。 

 次の「学習に対する好感度」と「勉強をする理由」のクロス集計では、例年と同様に「勉強が

すき」と回答した生徒は、「わかると楽しい」という理由が最も多く、「すきだ」と回答した以外

の生徒では、「将来の仕事に役に立つから」という理由の割合が高い傾向が見られます。また、

学習への好感度が低い生徒ほど「家やまわりの人にいわれるから」という回答の割合が高い傾向

が見られます 

 １７ページをごらんください。「学習の必要性」と「勉強をする理由」のクロス集計では、学

習の必要性を感じている生徒ほど「将来の仕事に役に立つから」という回答の割合が高く、必要

性を感じていない生徒は「家やまわりの人にいわれるから」という回答の割合が高くなっており

ます。 

 アンケートについては以上でございますが、学校生活への好感度や、「わかると楽しいから学

習する」ということは、生徒が自分のよさを感じたり、興味・関心の対象を自覚したりすること

につながり、さらに、将来の夢や目標を持つことにもつながると考えられます。今後とも、すべ

ての生徒が「わかること」を目指し、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を図

ることが大切だと考えております。 

 そのためにも、「学ぶことによって『何ができるようになるか』」という各教科で育成する資

質・能力を明確にするとともに、生徒たちの学習への興味・関心を高めたり、見通しを持たせた

りする指導の工夫を行うことに努めます。また、調査結果につきましては、今後も注意深く見守

ってまいります。 

 最後に、「調査結果の活用」について御説明いたします。１８ページをごらんください。こち

らは、報告書に載せてございます「経年観察及びその考察」の表の一部でございます。今年度は、

新たに全教科で経年観察のページを設けました。先生方への周知の方法としては、各学校への報

告書の送付や、教科総会や教育課程研究会での説明等がございます。また、調査や分析の結果等

を実践事例集の作成に生かし、引き続き、具体的な授業提案を行っていきたいと考えております。

今後も授業改善に役立てられるよう、周知の方法や内容を工夫してまいります。 

 １９ページをごらんください。こちらは、保護者・生徒に提供する個人票のサンプルです。一

人ひとりの生徒の学習に取り組む態度や家庭学習のあり方の改善につなげるために、１１月の調

査実施の後、冬休み前に配付しております。また、学校や教員の指導方法や教育課程の検証・改

善等にも活用しております。 
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 今後も、適切に学力を把握するための問題作成や、回答状況の把握・分析、経年での変化の分

析に努め、各学校が指導方法の改善等に役立てられるよう、取組を進めてまいります。 

 以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【小田嶋教育長】 

 ありがとうございます。 

 委員の皆様には、事前に資料を送付させていただいておりますので、御質問等があればお願い

したいと思います。 

 高橋委員。 

【高橋委員】 

 今年度も、お忙しい中、調査の実施や丁寧な分析を行っていただき、ありがとうございました。

また、昨年度の教育委員会で出ました継続問題の経年変化とか、小・中の比較、子どもたちのモ

チベーションの分析、アンケート設問の改善、調査結果の子どもたちへのフィードバックなど、

今、御説明ありましたとおり、非常に要望を反映していただいて、本当にありがとうございまし

た。 

 まず、３点質問があります。 

 １点目、昨年度の意見で、国語を中心に問題数が少し多いのではないかという御指摘があった

と思うんですけれど、今年度、それについてどのように対応したかをお聞かせください。 

 次に、アンケートで新しい設問がいくつかあったと思うんですけれども、教科は教科ごとで結

構ですので、どのような意図でアンケートをとることにしたのかということをお聞かせください。 

 最後に、２年生の英語の並びかえ問題の正答率が、かなり下がったと思うんですけれども、問

題を確認すると、かなり問題がたしかに難しくなったなと、単純なものから、最初に御説明があ

った複雑な、２個、３個、４個が絡むような問題になったなと思っているんですけれど、これは

難易度を多分上げられたのかなと思うので、その意図と、今後、難易度をどういうふうにしてい

くのかということをお教えください。 

 以上、質問は３点です。 

 それから、もう１点、要望なんですけれど、昨年度の調査結果とも比べてみましたが、やはり

学力のほう、なかなか明らかになっている課題が劇的に改善していくというのは難しいんだなと

いうふうに思ったのと、地道な取組が必要だなということがわかりました。ただ、多分、個別の

学校を見ると、観点として、この観点がすごく伸びた学校とかというのがあるのではないかなと

いうふうに思っていて、１月２９日の総合教育センターの研究報告会の中で、埼玉県の方が、学

力・学習状況調査の活用方法についてお話をされていらっしゃったと思うんです。私、直接お聞

きすることはできなかったんですが、その調査の結果、いい学校の、結果がよかったところの学

校さんの取組を、うまく活用するようなことを取り組まれているということを、資料で拝見した

ので、先ほど実践集を配付するということで、やられているとは思うんですけれども、もう少し

発展した、もし取組ができるのであれば、埼玉県の事例とかを研究していただいて、全市的に、

いろいろと横のつながりでやっていただければなというふうに思いました。 

 以上です。 
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【小田嶋教育長】 

 では、３点質問がありましたので、１点目から。 

【鈴木カリキュラムセンター室長】 

 まず、１点目につきまして、問題数に関してですが、こちらについては各学校にもアンケート

をとっておりまして、各学校の先生方から、問題数、問題の難易度も含めて、適切だったかとい

うことを調査しておりますので、それも踏まえて検討しているところです。作問としましては、

時間内に最後まで終わるということが大事で、そうしなければ本当の学力がはかれないかなとい

うところで、慎重に検討しながら進めているところです。 

 ２つ目に、アンケートの調査項目の設定等につきましては、やはり全国学力・学習状況調査の

アンケート項目となるべく重なるようにして、比較できるようにしているところです。特に全国

調査のほうが、調査時間の負担軽減ということもあって、調査項目を減らしました。減らしたと

いうよりも、３年に分けてとっていくというふうになりましたので、どうしても学年で質問しな

い項目が出てきてしまったというところもありますので、この市の学習状況調査では、基本的に

は全国で聞いている調査をすべてとっているようなことで、経年の比較ができるようにというと

ころで、大きくはこの観点で調査をしています。また、かわさき教育プラン等も照らし合わせな

がら、課題と考えられること等を質問として聞けるように工夫しているものでございます。 

【小田嶋教育長】 

 ３点目については、指導主事からよろしいですか。 

【鬼頭カリキュラムセンター指導主事】 

 こちらから失礼いたします。 

 並べかえ問題については、特に扱っているものとしては、基本的な教科書のものです。   

「be afraid to」であったり、「look for」であったり、基本的な教科書で扱っているものなん

ですが、聞き方として、難易度を上げたつもりではなかったのですが、結果的に下がってしまっ

たということです。時制の問題が絡んでいたりということで、そのような結果となっております。

特に難易度を上げたというものではなかったんですが、結果としてそのようになってしまったと

いうことでございます。 

【小田嶋教育長】 

 よろしいですか。 

 追加ですか。はい。 

【鈴木カリキュラムセンター室長】 

 ２点目のアンケートのことについて。教科のアンケートのことについて、指導主事から。 

【永田カリキュラムセンター指導主事】 

 理科につきましては、昨年度までは「勉強でわからないこと、興味・関心を持ったことについ

て、自分から調べようとしていましたか」というのを、「授業の後に、習ったことに関わること
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で、もっと知りたいことがでてきましたか」という形で変えさせていただきました。まず、そち

らについては、やっぱり先生方がどういう授業を改善して、そして、それによって子どもたちが

もっと知りたいという探求のループが回るようにしていかなければいけないので、そこは調査し

たいと思いまして、まず、授業づくりという点からの視点で調査させていただきました。 

 それから、あと、「読み物や図鑑、テレビ番組などをよく見ていますか」という問いについて

もちょっと変えさせていただきまして、「自分の考えを周りの人に説明したり、発表したりして

いますか」という、授業の内容の主体的・対話的で深い学びの実現ができているかどうかという

ような視点の質問項目に変えさせていただきました。同じように、各教科、もう一度見直しをし

ていただいて、そういう趣旨で変えさせていただいたところでございます。 

【小田嶋教育長】 

 よろしいですか。 

 ほかにはいかがでしょう。 

 中村委員。 

【中村委員】 

 根本的なこととして、私、聞きそびれたのかもしれないのですが、調査対象人数は書いてある

のですけれども、実際に調査を受けた子の人数が書かれていません。中学生ぐらいになると、な

かなか、いろいろ考える子がいると思うのですが、これは実際にはどうなんですか。 

【小田嶋教育長】 

 未受験の状況ですね。 

 わかりますか。 

【永田カリキュラムセンター指導主事】 

 こちらは受けた人数になります。 

【中村委員】 

 だったら、これは調査対象人数ではなくて、実施した人数ですね。 

【小田嶋教育長】 

 じゃあ、その辺は、また改めていただくと。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 高橋委員。 

【高橋委員】 

 もう一つだけ。 

 数学なんですけれども、正答率が低い問題で、１年生と２年生で文字を使った問題で、わりと

基本的なんじゃないかなというところで低いところがあったように見受けられたんですが、３年

生になると、このあたりは満遍なくとれるようになっているので、だんだんと繰り返して定着し
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ているのかなというふうにも思ったんですが、このあたりはどのように分析して考えられていま

すでしょうか。 

【松本カリキュラムセンター指導主事】 

 今御指摘あった１年生・２年生のところなんですけれども、やはり先ほどもお話がありました

が、表現することというところに困難さを感じているようなところがあるかなというふうに思い

ます。小学校から合わせて、中学校の課題解決型の学習を進めてきて、それで表現するようなも

のをふやしてはいるんですが、まだまだのところが多いように感じております。これからさらに

そういうところを進めていきたいなというふうに思っています。いろいろな数学的な表現を周り

と共有をして、またさらにそれを活用できるような取組をふやしていければなというふうに考え

ております。 

【小田嶋教育長】 

 よろしいですか。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 中村委員。 

【中村委員】 

 ここに御説明していただいた問い以外にも、全体的に見て思ったことですけれども、何が問わ

れているかというのを子どもたちがやっぱり読み切れていないんですね。理科の問題は特にそう

です。あと、２つぐらい答えなきゃいけないときに、最後の詰めが足りないというところが一番

問題なのかなという気がしたんですけれども。先ほど高橋委員の御質問からもわかったんですが、

いろいろ工夫されていて、改善はしてくださっているのですけれども、詰めというか、読解力と

いうか、その辺は、多分１教科の問題ではないんですけれども、どうされていくように考えてい

らっしゃるのでしょうか。 

【鈴木カリキュラムセンター室長】 

 授業そのものをやはり改善していく必要があるかなというふうに捉えています。授業の中でも、

どうしても一問一答式の、これは何ですか」「これです」という、一問一答式の授業になってし

まうと、この問題でもこういうふうになってしまうのかなというところで、授業の中で長い文章

で答えさせる。そして、それを比較して、お互いに批判的に思考をするとか、これで本当に伝わ

っているだろうかというのを吟味したりするとか、そういう授業が進められていく必要があるか

なと。また、それを踏まえて、定期テスト等の問題に変えていくという、そういう地道な取組は、

やはりこれからも必要であるなと思います。 

【小田嶋教育長】 

 言葉の問題とか、言語能力って、本当に国語だけでなく、どの教科も、ほかの教育活動全体で、

本当に教員が意識して、課題意識を持って育てる力というのを意識しながらやっていかないと、

国語だけではやっぱりなかなか効果が上がっていかないと思います。今までもずっと言われてき

ていることで、根本に、読解力の問題というのが非常に大きいかなと思いますので、ぜひ、よろ



35 

しくお願いしたいと思います。 

 岡田委員。 

【岡田教育長職務代理者】 

 調査に関しては、本当に毎年御工夫いただきながら、問題もさらによくしていっているという

ことで、すばらしいなと思っていまして、私個人は、個人的に、神奈川県の教育は、これからは

川崎が引っ張っていくんだろうなというふうに勝手に思っていて、それはなぜかというと、団塊

の世代から今度ジュニアの世代に入っていって、寛容性が非常に求められるというか、現実的な、

堅実な思考の方々が保護者の中にふえてきているということを踏まえたときに、国の施策を踏ま

えて、どうしていくかといったときに、やっぱり川崎、今まで以上に、これ、川崎だなと私は思

っているんですけれども、それで、先ほどの高橋委員からあった質問でちょっと教えてほしいん

ですが、問題を精選されてつくられて、それについてさらに検討されている。つまり問題の質と

か狙いにどう対応しているか。それはどういう形で私たちに発表されていますか。検討した結果

です。つまり今年度やったものの結果。例えば私が見ると、ここの問題でも、基本的な問題はあ

まりにも易し過ぎる問題があるんじゃないかなとか。そういう、同じ問題の中でも、ちょっと開

きがあり過ぎるなとかという、そういうことを感じたものですから。その辺の検討の結果は、ど

ういうふうに私たちに教えていただけるんでしょうか。あるいは、どう示していらっしゃるんで

しょうか。 

【鈴木カリキュラムセンター室長】

 検討の結果ですか。 

【岡田教育長職務代理者】 

 そうですね。 

【鈴木カリキュラムセンター室長】

 もちろん、この報告書の中でも、どのように改善していくかというのは、それぞれの教科ごと

には示しているということと、それから先生方に対しては、これをもとにした授業改善というこ

とで、実際の実践事例集というものがございますので、そちらのほうで、このような授業改善を

して、このような授業をやりましょうという、そういう形で改善した結果をそういう冊子に示し

ている部分がございます。そちらのほうは、まだお見せしたりというところはありませんが、改

善しているものをあらわしているものはございます。また、授業改善の説明等を各教科の総会等

で行っていますので、そういう資料も活用して、お示しできるかなというふうには捉えています。

【岡田教育長職務代理者】

 わかりました。ありがとうございます。ぜひ、お願いしたいと思います。

 さらによろしいですか。国が示しています、今後５年間の教育施策の目標と施策群ロジックモ

デルというものがあるかと思うんですが、その中に、例えば確かな学力の育成ということに関し

て、国は測定指標、それから参考指標として、例えば参考指標ではＰＩＳＡの習熟度レベル５以

上の上位層及びレベル２未満の下位層の割合を変えていくんだと。要するに、上位のほうをどん
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どんふやしていって、下位のほうを改善していくんだというのが示されているので、例えばこれ

との絡みが、この本市でやっている報告書にどう反映されているのかとかいうのも一つの視点か

なというふうには思います。

 それから、同じようにアンケート調査がありますけれども、そこでも豊かな心の育成のところ

で、参考指標として、人の役に立つ人になりたいと思う児童生徒の割合というのが示されていて、

きょうの御報告でも、そういう役に立つ生徒の割合がふえているんだというのがありますので、

これは国の狙っている指標に見事にこたえているということがいえているんじゃないかというふ

うに思うんですね。なので、国が示している指標もここに入っているんだというか、それの裏づ

けになるんだということもお示しいただけると、よりわかりやすくなるかなというふうに思いま

した。

【鈴木カリキュラムセンター室長】

 全国の学力学習状況調査の中ですと、国が分析をした結果として、四分位分析という、学力ご

とに４つに分けて、それで分析するようなデータなども示されておりまして、そのような分析の

仕方も今後必要になってくるかなということで、業者とのデータのやりとりの中で、どのような

ものを提供していただくかという相談をしながらになりますけども、そういう新しい分析の仕方

なども検討していかなければいけないかなと考えております。

【岡田教育長職務代理者】

 最後にもう一つだけ。この、学習状況調査等が例えばキャリア教育の中でキャリアパスポート

を進めているんじゃないかと思いますが、例えばですけれども、そのキャリアパスポートの中に、

毎年行われる学習状況調査に関しての何か項目があったり、そこに書き込むのがあったりとかい

うのがあるのか、ないのかとか、あるいはそんなことも考えられるのかとかいう、そこら辺はい

かがでしょうかね。

 というのは、ユナイテッド・ワールド・カレッジジャパンという、各国に一つぐらいずつしか

認めていない、いわゆる国際バカロレアの認定している学校が既に日本にあって、例えばそこで

はどんなことをやっているんだろうかなんていう、軽井沢にあるんですけれども、視察に行って

いただいて、さらに学習状況調査の中に入っていくと、多分また新たな視点が入るんじゃないか

なというふうに思いますので、これはもっとよくするためにそんな方法もあるんじゃないかなん

て思ったものですから、ちょっと御紹介したんですが、例えばキャリアパスポートのような、本

市で既にやっている施策とどういうふうにリンクさせていくのかという、この視点はいかがでご

ざいましょうか。

【鈴木カリキュラムセンター室長】

 これについては、各部局と今後相談していかなければいけないというふうには思いますが、た

だ、自分のキャリアということを考えたときに、学力というのは大きな要素の一つだというふう

に捉えておりますので、この市の調査も全国の調査も個人に返されるものがありますので、それ

を活用したり、それを何か別のものに、自分が考えたことを記入させたり、そういうものをキャ

リアパスポートの中に落としていくというようなことも一つ考えられるようなことかなというふ

うに考えています。
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【小田嶋教育長】

 キャリアパスポートについては、次年度以降、全児童生徒が取り組んでいきますので、今御指

摘のような点も、また担当のほうで踏まえて、どういうふうに生かしていくのか考えていきたい

と思います。

 ほかにはいかがですか。

【中村委員】

 １５ページの新しくつくられた設問ですけれども、「今、住んでいる地域の行事に参加してい

る」とか、「地域や社会のために、何をすべきか考えることがある」ということですけれども、

これはとても大事です。ただ、中学生ぐらいは一番地域から離れる時期と言われています。具体

的にこの数値をまずどう思っていらっしゃるかということと、改善するとしたら、子どもに任せ

るというよりも、何かそういう機会をつくっていくことをしなければ、多分部活動などが忙しく

て、やりようがないと思うのですけれども。その辺は地域学校協働活動などとの関係で、どう考

えていらっしゃるのかということを教えていただけますか。

【鈴木カリキュラムセンター室長】

 この数値につきましては、やはり課題であるというふうに捉えている数値です。この市の学習

状況調査だけでなく、全国の学力学習状況調査の数値でも同様の結果が得られておりますので、

ですから、毎年課題として言っている状況ではございますので、何らかの手立てを打っていかな

ければいけないというところですが、新学習指導要領、小学校来年度ですけれども、現在、社会

に開かれた教育課程という趣旨としてはもう実施されているところですので、各学校で地域、保

護者に働きかけながら、学校が地域と子どもたちを積極的につなげていくという、そういう活動

をふやす工夫は必要になってくるというふうには思いますので、それについては各学校のほうに

もお示ししながら、支援しながらというふうに考えております。

【小田嶋教育長】

 今回だけではなく、この「生活や学習についてのアンケート」で、改善されている部分という

のは、「キャリア在り方生き方教育」の成果というのが、本当に少しずつ積み上がってきている

部分がすごく大きいかなと思うんですね。今の地域との関係についても、今後こういった課題は、

課題意識はどの学校でも持っていると思うんですけど、その辺のところも「キャリア在り方生き

方教育」をさらに進めていく中で少しずつ改善されていくことが望ましいというふうに考えてい

ます。

 高橋委員、どうぞ。

【高橋委員】

 この全国調査に合わせてなのでしょうがないなと思うのはわかっている前提で言うんですけど、

「今、住んでいる地域の行事に参加している」という、この設問が、多分中学生には非常に難し

い設問だなと思っていて、多分、一つ設問が変わったものがあったと思うんですけど、友達と協

力するというのを、友達と協力することに喜びを感じるみたいな、表現を変えられた設問がある
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と思うんですけど、そういう感じで、学校の、例えば授業とかでもいいので、地域とのつながり

を例えば感じているとか、何かもっと中学生の生活実態にあわせた設問になれば、もう少し本来

の実態みたいなものが、もう少し出てくるだろうし、学校でやっていることが反映できるんじゃ

ないかなと、ちょっと思いました。この表現だと、この数字を上げるのは相当厳しいなという気

がするので、その実態を、ただ行事に参加しているという物理的なことではない、何かをはかる

という工夫を何年かかけてやっていただくといいかなと思います。

【中村委員】

 今のですけれども、確かに行事に参加するというのは、とても難しいと思うんですね、中学校

の年代というのは。ただ、地域とかかわっていくような設問の問題というよりも、機会を学校側

も考えていくということが、すごく大事なのかなという気がします。

【小田嶋教育長】

 よろしいですか、これは。御意見として承りながら、また活かしていくと。

 ちょっとボリューム感がすごくあるので、議案がまだこの後、かなり続きますので、それぞれ

もしも、また御不明な点がありましたら、直接センターのほうに問い合わせていただくというこ

とで、一応ここでとりあえず、この部分は切り上げさせていただいてよろしいですか。

【鈴木カリキュラムセンター室長】

 一点、資料に修正がございますので、よろしいでしょうか。

 資料の１３ページになります。資料の１３ページの（３）のグラフの下のところ、四角囲みの

ところに、９という数字が入っているのですが、９１．６でございます。１．６の数字が抜けて

しまいました。申しわけありませんでした。

【小田嶋教育長】

 御苦労さまでした。ありがとうございます。

 それでは、報告事項No.５について、承認してよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜承認＞

【小田嶋教育長】

 それでは、報告事項No.５は承認といたします。
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７ 議事事項Ⅰ

議案第６１号 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

【小田嶋教育長】 

 続いて、議事事項Ⅰに入ります。 

 「議案第６１号 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する

規則の制定について」の説明を、庶務課担当課長、お願いします。 

【瀬川庶務課担当課長】 

 それでは、「議案第６１号 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部

を改正する規則の制定について」につきまして御説明申し上げます。

 議案書の２ページをごらんください。制定理由でございますが、「教育長の専決事項の見直し

を行うこと等のため、この規則を制定するもの」でございます。若干、補足いたしますと、公文

書の開示請求等に関する教育委員会への専決報告の内容が、市長事務部局での公文書の開示請求

等に関する公表の運用と不整合であったり、教育長の専決事項や教育委員会への報告の仕方が他

の政令指定都市の教育委員会の運用と異なっていることから、今回、これらの整合を図るため見

直しを行うものでございます。

 １枚おめくりいただきまして、３ページをごらんください。改正の内容につきまして、新旧対

照表で御説明いたします。左側が改正後、右側が改正前の条文でございます。第４条第１項は、

教育長の専決事項についての改正でございまして、第３号において、公文書開示請求等に係る審

査請求の事務を新たに教育長の専決事項とし、第５号において、附属機関を組織する委員の任免、

委嘱及び解嘱のうち、学校運営協議会規則に規定する校長及び教職員である委員の任期途中での

任免に限定されていた教育長の専決事項を、附属機関を組織する委員の任免、委嘱及び解嘱一般

に拡大するものでございます。第４条第２項は、教育長の専決事項の教育委員会への報告につい

ての改正でございまして、専決したときの速やかな報告から、特に必要なときや教育委員会から

求めがあるときの概要報告に改めるものでございます。

 続きまして、この規則の附則について御説明いたしますので、恐れ入りますが、１ページにお

戻りください。第１項は、この規則の施行期日を令和２年４月１日とするものでございます。 

第２項は、この規則の施行の際、現に行われている公文書開示請求等に係る審査請求に対する決

定については、これまでと同様に教育委員会の議決を要するとする経過措置を定めるものでござ

います。

 説明につきましては、以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

【小田嶋教育長】

 何か御質問等はございますでしょうか。

 特にございませんか。

 それでは、議案第６１号は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
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【各委員】

 ＜可決＞

【小田嶋教育長】

 では、議案第６１号は原案のとおり可決といたします。

議案第６２号 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について

【小田嶋教育長】

 次に、「議案第６２号 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定に

ついて」の説明を、庶務課担当課長、お願いいたします。

【瀬川庶務課担当課長】

 それでは、「議案第６２号 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制

定について」につきまして、御説明申し上げます。

 議案書の３ページをごらんください。制定理由でございますが、「組織整備に伴い、所要の整

備を行うこと等のため、この規則を制定するもの」でございます。

 １枚おめくりいただき、４ページをごらんください。改正の内容につきまして、新旧対照表で

御説明いたします。左側が改正後、右側が改正前の条文でございます。第３条の改正でございま

すが、新学習指導要領への対応を含め、いじめ、不登校の未然防止、地域の中の学校づくり、外

国につながる児童生徒への支援強化や、教職員の働き方・仕事の進め方改革のさらなる推進など、

さまざまな課題に的確に対応し、「かわさき教育プラン」に基づく政策の着実な推進を図るため、

総務部企画課、人権・共生教育担当及び教育改革推進担当を再編し、新たに教育政策室を設置す

るものでございます。第４条の改正でございますが、総務部人権・共生教育担当及び教育改革推

進担当の事務分掌を削り、５ページにまいりまして、総務部企画課の事務分掌を削り、６ページ

にまいりまして、教育政策室の事務分掌を新設するものでございます。続きまして、教育環境整

備推進室の改正は、用語の整理を行うものでございます。議案第６２号資料の１ページから６ペ

ージに組織改正についての資料を添付しておりますので、ごらんいただければと存じます。

 恐れ入りますが、議案書の２ページにお戻りください。附則でございますが、この規則の施行

期日を令和２年４月１日とするものでございます。

 議案第６２号の説明につきましては、以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。

【小田嶋教育長】

 御質問等はございますでしょうか。

 よろしいですか。

 それでは、議案第６２号は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
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【各委員】

 ＜可決＞

【小田嶋教育長】

 それでは、議案第６２号は原案のとおり可決といたします。

議案第６３号 川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則の制定について

【小田嶋教育長】

 それでは、次に「議案第６３号 川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則の制定につ

いて」の説明を、庶務課担当課長、お願いいたします。

【瀬川庶務課担当課長】

 それでは、「議案第６３号 川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則の制定につい

て」につきまして、御説明いたします。

 議案書の５ページをごらんください。制定理由でございますが、「地方公務員法第２２条の２

第１項に規定する会計年度任用職員の任用、勤務条件等の取扱いについて必要な事項を定めるた

め、この規則を制定するもの」でございます。

 恐れ入りますが、１ページにお戻りください。規則の内容につきまして、御説明いたします。

第１条は、この規則の趣旨について定めるものでございまして、内容は制定理由と同様でござい

ます。第２条は、職の設置についての規定でございまして、教育長が職を設置するものでござい

ます。第３条は、会計年度任用職員の職名についての規定でございまして、教育長が別に定める

ものでございます。第４条は、会計年度任用職員の採用選考についての規定でございまして、第

１項で教育長が選考し、第２項で選考は公募とし、第３項で公募によらない選考について定める

ものでございます。

２ページにまいりまして、第５条は、任用期間についての規定でございまして、第１項で任用

期間は会計年度の範囲内で教育長が別に定め、第２項で任用期間の更新を定めるものでございま

す。第６条は、給料及び基本報酬についての規定でございます。第７条は、 旅費及び費用弁償

の等級についての規定でございまして、第１項のフルタイムの会計年度任用職員、第２項のパー

トタイムの会計年度任用職員ともに旅費等級を４等級と定めるものでございます。

３ページにまいりまして、第８条は、１週間の勤務時間及び割振りについて定めるものでござ

います。第９条は、特別の勤務に従事する会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りにつ

いて定めるものでございます。第１０条は、半日単位の年次有給休暇の付与についての規定でご

ざいます。第１１条は、前３条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇

等については、人事委員会規則の定めるとおりとするものでございます。第１２条は、退職に関

する規定でございます。第１３条は、委任規定でございまして、この規則の施行に関し必要な事

項は教育長が別に定めるものでございます。

 ４ページにまいりまして、附則でございますが、第１項は、この規則の施行期日を令和２年４

月１日とするものでございます。第２項及び第３項は、経過措置でございまして、令和２年３月 
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３１日まで非常勤職員又は臨時的任用職員として任用されていた者のうち、令和２年４月１日に

公募によらず会計年度任用職員として任用するものは、公募によらない選考による更新を４回ま

でとした制限の適用に当たって、非常勤職員又は臨時的任用職員として任用されていた期間の公

募によらない年度をまたぐ任用の更新回数を通算する、例えば非常勤職員として２回の更新履歴

がある場合は、会計年度任用職員としても２回の更新履歴があるものとして扱い、残りの更新は

２回とする規定でございます。

 議案第６３号の説明につきましては、以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。

【小田嶋教育長】

 何か御質問等はございますでしょうか。

 高橋委員、どうぞ。

【高橋委員】

 非常勤職員と臨時的任用職員の方との違いというか、あえてこの制度をつくる意味を教えてく

ださい。

【瀬川庶務課担当課長】

 会計年度任用職員の制度創設は地方公務員法の改正で、全国一律に法律改正でできるものです

けれども、大まかな流れとしましては、行革の流れの中で正規職員の数が制限されてくる中で、

非常勤職員、非常勤職員は常勤職員よりも勤務時間が短い人、臨時的任用職員は勤務時間は正規

職員と同じ時間、一日の時間働いていますが、任用期間が６カ月と決まっている、そういう例外

的な任用の体系が法律上、地方公務員法はありますけれども、そちらのほうの職員の方が全国的

に正規職員が狭められているので、正規職員のような仕事を臨時的任用職員だとか非常勤職員が

やってきている実態が全国的にあって、そこの同一労働同一賃金の考え方等と、非正規の方々の

そういった職の勤務条件の確保といいますか、そういうところに頼らざるを得ないという現状も

ありますので、それをちゃんと正規の位置づけにするために、国が法律を改正して導入するとい

うところでございまして、川崎市全体でこの制度を令和２年４月１日から実行していくというこ

とで、我々の任免も市の同じ部局になりますので、整合性を図ってやっていくというような内容

になってございます。

 以上です。

【小田嶋教育長】

 よろしいですか。

 ほかにはございますか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、議案第６３号は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜可決＞
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【小田嶋教育長】

 それでは、議案第６３号は原案のとおり可決といたします。

議案第６４号 川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令の制定に

ついて

【小田嶋教育長】

 次に「議案第６４号 川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令

の制定について」の説明を、庶務課担当課長、教職員企画課担当課長、お願いいたします。

【瀬川庶務課担当課長】

 それでは、「議案第６４号 教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令

の制定について」につきまして、御説明申し上げます。

 はじめに、改正の概要につきまして、教職員企画課担当課長から御説明申し上げます。

【佐藤教職員企画課担当課長】

 教職員企画課でございます。「川崎市教育職員の勤務時間等に関する規程」の改正概要につき

まして、御説明いたしますので、「議案第６４号 資料」をごらんください。

 はじめに、「１ 目的」についてでございますが、市立高等学校に勤務する教育職員の勤務時

間制度の見直しにより、正規の勤務時間を超える勤務の縮減をもって、生徒の教育活動や学校運

営を円滑に行うとともに、教育職員の健康保持を図るものです。

 次に、「２ 現状」についてでございますが、市立高等学校においては、平成１５年から労働

基準法の１カ月単位の変形労働時間制の規定に基づいて、修学旅行において生徒を引率して行う

指導業務に従事する場合のみ、修学旅行実施日を含めた４週間の期間内について、勤務時間の割

振りの弾力化を実施しております。修学旅行以外の学校行事等の業務につきましては、勤務時間

の割振りの弾力化対象外となっております。

 次に、「３ 内容」についてでございますが、市立高等学校の勤務時間の割振りの弾力化を図

るため、修学旅行以外の学校行事においても勤務時間の割振りを可能とし、小学校、中学校及び

特別支援学校で適用している４週間を単位とした変形労働時間制を導入するものでございます。

 次に、「４ 施行日」についてでございますが、令和２年４月１日とするものでございます。

 １枚おめくりいただきまして、次のページをごらんください。参考に、本改正を行うことによ

り可能となる勤務時間の弾力化の内容について、記載させていただいておりますので、後ほどご

らんいただければと思います。

 説明は以上でございます。
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【瀬川庶務課担当課長】

 それでは、議案書の５ページをごらんください。制定理由でございますが、「市立高等学校に

勤務する教育職員に変形労働時間制を導入するため、この訓令を制定するもの」でございます。

 １枚おめくりいただき、６ページをごらんください。改正の内容につきまして、新旧対照表で

御説明いたします。左側が改正後、右側が改正前の条文でございます。学校に勤務する職員の勤

務時間等を定めた別表第２のうち、上から１行目の教育職員の項に「高等学校」を加え、７ペー

ジにまいりまして、上から２行目の業務職である職員の項に「高等学校」及び「一般事務職」を

加え、一番下の現在の高等学校に勤務する教育職員の項及び８ページにまいりまして、高等学校

に勤務する一般事務職及び業務職である職員の項を削るものでございます。

 恐れ入りますが、４ページにお戻りください。附則でございますが、この訓令の施行期日を令

和２年４月１日とするものでございます。

 議案第６４号の説明につきましては、以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。

【小田嶋教育長】 

 御質問等はございますでしょうか。 

 中村委員、どうぞ。 

【中村委員】 

 資料のほうに対象業務が書かれているのですけれども、ここに書かれている業務はどれも大変

なことで、こういうことが勤務時間の割振りの弾力化につながるというのは、とてもいいことだ

と思います。ここに書かれている行事は、全部大変なことだから、事前の準備も結構大変だと思

うのですが、それは含まれるのですか。これを見ると、入学式当日とか卒業式当日のような、行

事そのものしかだめなような感じがしたんですけれども。 

【佐藤教職員企画課担当課長】

 １番から１０番ということで記載をさせていただいておりますけれども、特に今おっしゃられ

た入学式、卒業式の、それらの⑤というところに、「①～④の準備」というのも含まれておりま

すので、準備も含めて弾力化を行えるというものでございます。 

【小田嶋教育長】 

 よろしいですか。 

 小原委員、どうぞ。 

【小原委員】 

 そもそも、なぜ高校だけがこれは違っていたんですか。 

【佐藤教職員企画課担当課長】

 この間、やはり高等学校と、小学校、中学校、県費と市費ということで、この間分かれており

まして、小学校のほうでは平成２０年からこの制度を採用していたんですけれども、高等学校に
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ついては、平成１５年に修学旅行のみ対象とした制度でスタートしておりましたけれども、その

後、さまざまな事情があったかと思うんですけれども、高校では小学校と同じような形では導入

していなかったというところで、この間、やはり働き方改革を含めまして、いろいろと長時間勤

務が課題となっておりまして、その関係から、制度的にどうしたら少しでも長時間勤務を縮減で

きるかというところから、学校現場、それから職員団体とも調整を行いながら、今回に至ったと

いうところでございます。 

【小原委員】 

 参考までに教えてほしいんですけれども、高等学校の長時間勤務というのは、どれぐらいの状

況になっているんですか。 

【佐藤教職員企画課担当課長】

 すみません、今数字的な資料を手元には持ってきていなかったんですけれども、概ねで申し上

げますと、中学校と小学校の間ぐらいで、時間数でいくと、記憶の中なのであれなんですけれど

も、平均して月４０時間から５０時間の間かなというふうに思っています。 

【小原委員】 

 中学校ほどではないと。 

 わかりました。ありがとうございます。 

【小田嶋教育長】 

 中村委員、どうぞ。 

【中村委員】 

 これは正規の教員だけですか。臨時的任用の教員とかは。 

【佐藤教職員企画課担当課長】

 臨時的任用教員も含まれます。フルタイムの先生が対象となっております。 

【小田嶋教育長】 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんでしたら、議案第６４号は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

【各委員】 

 ＜可決＞ 

【小田嶋教育長】 

 それでは、議案第６４号は原案のとおり可決いたします。 
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議案第６５号 川崎市教育委員会安全衛生管理規則の一部を改正する規則の制定について

【小田嶋教育長】 

 次に、「議案第６５号 川崎市教育委員会安全衛生管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて」の説明を、庶務課担当課長、給与厚生課長、お願いいたします。

【瀬川庶務課担当課長】

 それでは、「議案第６５号 川崎市教育委員会安全衛生管理規則の一部を改正する規則の制定

について」につきまして御説明申し上げます。

 はじめに、改正の概要につきまして、給与厚生課長から御説明申し上げます。

【矢島給与厚生課長】

 給与厚生課でございます。それでは、「川崎市教育委員会安全衛生管理規則の一部を改正する

規則」の改正の概要につきまして、御説明いたします。

 この規則は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、学校保健安全法、

学校保健安全法施行規則その他関係法令に定めるもののほか、教育委員会の職場における職員の

安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるも

のでございます。

 新旧対照表で実質的な改正箇所を御説明いたしますので、議案書の５ページをごらんください。

左側が改正後、右側が改正前の条文でございます。第１３条の改正は、川崎市教育委員会職員安

全衛生委員会を組織する委員の定数の規定につきまして、市長事務部局に準じて、削るものでご

ざいます。

 １枚おめくりいただきまして、６ページにまいりまして、第１５条の改正は、定期の人事異動

のタイミングにあわせるため、委員の任期を「２年」から「１年」に変更するものでございます。

第１７条の改正は、会議を「毎月１回以上開催する」ことを明記するとともに、会議の開催を柔

軟に対応できるようにするため、改めるものでございます。

 １枚おめくりいただきまして、７ページにまいりまして、第２１条の改正は、第１３条の改正

で委員の定数の規定を削ったことに伴う教職員委員会及び給食委員会についての準用の読みかえ

規定の整理を行うものでございます。

 ７ページから８ページにかけまして、第３４条及び第３９条の改正は、法令の改正等により既

に実施しているものではございますが、長時間労働者に対する面接指導及び心身の状態に関する

情報の取扱いにつきまして、この規則に規定するものでございます。説明につきましては、以上

でございます。

【瀬川庶務課担当課長】

 それでは、議案書の４ページをごらんください。制定理由でございますが、「教育委員会職員

安全衛生委員会の開催の要件の見直しを行うこと等のため、この規則を制定するもの」でござい

ます。
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 続きまして、この規則の附則について御説明いたしますので、恐れ入りますが、２ページにお

戻りください。第１項は、この規則の施行期日を令和２年４月１日とするものでございます。 

２ページから３ページにかけまして、第２項は、経過措置でございまして、この規則の施行の日

の前日において委嘱され、または任命された職員安全衛生委員会、教職員安全衛生委員会及び給

食事業場安全衛生委員会の委員について、改正前の規則の規定にかかわらず、令和２年３月３１

日をもって任期を満了することとするものでございます。

 説明につきましては、以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

【小田嶋教育長】

 質問等はございますか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、議案第６５号は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜可決＞

【小田嶋教育長】

 では、議案第６５号は原案のとおり可決といたします。

議案第６６号 川崎市教学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について

【小田嶋教育長】 

 次に、「議案第６６号 川崎市教学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について」

の説明を、庶務課担当課長、お願いいたします。

【瀬川庶務課担当課長】

 それでは、「議案第６６号 川崎市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定につい

て」につきまして、御説明申し上げます。

 議案書の２ページをごらんください。制定理由でございますが、「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この規則を制定するもの」でござい

ます。

 １枚おめくりいただきまして、３ページをごらんください。改正の内容につきまして、新旧対

照表で御説明いたします。左側が改正後、右側が改正前の条文でございます。第１条の規定中に、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４７条の６を引用しておりますが、同法が一部

改正され、第４７条の６が第４７条の５に条ずれすることから、引用条文を同様に改めるもので

ございます。議案第６６号資料の１ページから３ページに引用元である「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律」の新旧対照表を添付しておりますので、ごらんいただければと存じます。

 恐れ入りますが、１ページにお戻りください。附則でございますが、この規則の施行期日を 

令和２年４月１日とするものでございます。
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 説明につきましては、以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

【小田嶋教育長】 

 御質問等はございますか。 

 よろしいですね。 

 それでは、議案第６６号は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

【各委員】 

 ＜可決＞ 

【小田嶋教育長】 

 それでは、議案第６６号は原案のとおり可決といたします。 

 傍聴人の方に申し上げます。会議開催当初にお諮りして決定しましたとおり、これからは非公

開案件となりますので、「川崎市教育委員会傍聴人規則」第６条の規定に基づきまして、傍聴人

の方は御退室くださるよう、お願いいたします。 

＜以下、非公開＞ 

【小田嶋教育長】 

 会議開始から２時間半が経過しましたので、ここで１０分ほど休憩をとりたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

【各委員】 

 ＜了承＞ 

【小田嶋教育長】 

 それでは、休憩ということで、再開は１２時１０分ということにしたいと思います。 

（１２時００分 休憩） 

（１２時０８分 再開） 

【小田嶋教育長】 

 では、会議を再開いたします。 
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８ 報告事項Ⅱ

報告事項 No.６ 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の専決事項の報告について 

瀬川庶務課担当課長、榎本庶務課長が説明した。

報告事項No.６は承認された。

９ 議事事項Ⅱ

議案第６７号 公文書開示請求に係る審査請求についての裁決について

 榎本庶務課長が説明した。

 小田嶋教育長が会議に諮った結果、議案第６７号は原案のとおり可決された。 

議案第６８号 人事について

 広瀬教職員人事課長が説明した。

 小田嶋教育長が会議に諮った結果、議案第６８号は原案のとおり可決された。 

議案第６９号 人事について

 榎本庶務課長が説明した。

 小田嶋教育長が会議に諮った結果、議案第６９号は原案のとおり可決された。 

１０ 閉会宣言 

【小田嶋教育長】

 本日の会議は、これをもちまして終了いたします。お疲れさまでございました。

（１２時３２分 閉会）


